
【
翻
訳
】

章
学
誠
『
校
讎
通
義
』
訳
注
（
六
）
巻
三
「
漢
志
諸
子
第
十
四
」（
上
）

文
教
大
学
目
録
学
研
究
会
（
向
嶋
成
美
・
樋
口
泰
裕
・
渡
邉
　
大
・
宇
賀
神
秀
一
・
王
　
連
旺
・
小
田
健
太
・
加
藤
文
彬
・
角
　
祥
衣
）
訳
注

　
本
稿
は
、
章
学
誠
『
校
讎
通
義
』
の
訳
注
で
あ
る
。
今
号
で
は
、
巻
三
の
「
漢
志
諸
子
第
十
四
」
全
三
十
三
条
の
う
ち
、
第
十
条
ま
で

を
訳
出
す
る
。
樋
口
が
担
当
し
た
。
前
号
に
引
き
続
き
、
底
本
に
は
、
葉
瑛
『
文
史
通
義
校
注
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
）
を
用
い
、
あ

わ
せ
て
、
嘉
業
堂
本
、
劉
公
純
標
点
の
『
文
史
通
義
』（
古
籍
出
版
社
、
一
九
五
六
年
、
中
華
書
局
新
一
版
、
一
九
六
一
年
）、
葉
長
清
『
文
史
通
義

注
』（
無
錫
国
学
専
修
学
校
叢
書
、
一
九
三
五
年
）、
王
重
民
『
校
讎
通
義
通
解
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
傅
傑
導
読
、
田
映
㬢
補
注
本
、
上
海
古
籍
出

版
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
劉
兆
祐
『
校
讎
通
義
今
註
今
訳
』（
台
湾
学
生
書
局
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
校
讎
通
義
　
章
学
誠
　
漢
書
藝
文
志
　
諸
子
略
　
諸
子
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漢
志
諸
子
【
注
一
】

第
十
四

【
原
文
】

儒
家
部
【
注
二
】「
週
史
六
弢
六
篇
」【
注
三
】、
兵
家
之
書
也
。
劉
恕

以
謂
「『
漢
志
』
列
於
儒
家
、
恐
非
兵
書
。」【
注
四
】

今
亦
不
可
考

矣
。
觀
班
固
自
注
、「
或
曰
孔
子
問
焉
。」【
注
五
】

則
固
先
已
有
所

不
安
、而
附
著
其
說
、以
見
劉
部
次
於
儒
家
之
義
耳
。
雖
然
、書

當
求
其
名
實
、不
以
人
名
分
部
次
也
。『
太
公
』
之
書
有
武
王
問

【
注
六
】、
不
得
因
武
王
而
出
其
書
於
兵
家
也
。「
漢
志
」
歸
道
家
。
劉
氏

『
七
略
』、
道
家
兵
家
互
收
。【
注
七
】『
內
經
』
之
篇
有
黃
帝
問
【
注
八
】、
不

得
因
黃
帝
而
出
其
書
於
方
技
也
。
假
使
『
六
弢
』
果
有
夫
子
之

問
、
問
在
兵
書
、
安
得
遂
歸
儒
家
部
次
邪
。

右
十
四
之
一

【
訓
読
文
】

儒
家
の
部
の
「
周
史
六
弢
六
篇
」
は
、
兵
家
の
書
な
り
。
劉

恕
以
謂
く
「『
漢
志
』 

儒
家
に
列
べ
れ
ば
、恐
ら
く
は
兵
書
に
非

ず
」
と
。
今
亦
た
考
う
る
可
か
ら
ず
。
班
固
の
自
ら
「
或
い
は

孔
子
問
う
と
曰
う
」
と
注
す
る
を
観
れ
ば
、
則
ち
固
先
に
已
に

安
ん
ぜ
ざ
る
所
有
り
、
而
し
て
其
の
説
を
附
著
し
て
、
以
て
劉

の
儒
家
に
部
次
す
る
の
義
を
見
す
の
み
。
然
り
と
雖
も
、
書
は

当
に
其
の
名
実
を
求
む
べ
く
、
人
名
を
以
て
部
次
を
分
か
た
ざ

る
な
り
。『
太
公
』
の
書
に
武
王
の
問
う
有
る
も
、武
王
に
因
り

て
其
の
書
を
兵
家
よ
り
出
だ
す
を
得
ざ
る
な
り
。「
漢
志
」
は
道
家

に
帰
す
。
劉
氏
『
七
略
』
は
、
道
家
兵
家
互
い
に
収
む
。『
内
経
』
の
篇
に

黄
帝
の
問
う
有
る
も
、
黄
帝
に
因
り
て
其
の
書
を
方
技
よ
り
出

だ
す
を
得
ず
。
假
使
い
『
六
弢
』
果
し
て
夫
子
の
問
う
有
る
も
、

問
い
の
兵
書
に
在
れ
ば
、
安
ん
ぞ
遂
に
儒
家
に
帰
し
て
部
次
す

る
を
得
ん
や
。

右
十
四
の
一

【
現
代
語
訳
】

儒
家
の
部
に
著
録
さ
れ
る
「
周
史
六
弢
六
篇
」
は
、
兵
家
の

書
で
あ
る
。
劉
恕
は
「『
漢
書
藝
文
志
』
が
儒
家
に
並
べ
て
い
る

の
で
、
兵
書
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
い
ま

で
は
考
証
す
る
術
が
な
い
。
班
固
が
自
ら
「
或
い
は
孔
子
が
発

問
し
て
い
る
と
言
う
」と
注
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
考
え
る
と
、班

固
に
は
も
と
よ
り
す
で
に
落
ち
着
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の

で
、
そ
の
一
説
を
付
け
加
え
て
、
劉
向
、
劉
歆
父
子
が
儒
家
類

に
分
類
し
た
意
味
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。た
だ
、そ
う
で
あ
っ
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て
も
、
書
物
は
名
称
と
実
質
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
人
の

名
前
に
よ
っ
て
分
類
す
る
も
の
で
は
な
い
。『
太
公
』の
書
で
武

王
が
問
う
て
い
る
と
し
て
も
、
武
王
を
理
由
に
し
て
書
物
を
兵

家
類
か
ら
出
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。「
漢
書
藝
文
志
」
は
道
家
に
帰

属
さ
せ
て
い
る
。
劉
氏
『
七
略
』
は
、
道
家
と
兵
家
に
互
著
し
て
い
る
。『
内

経
』
篇
に
黄
帝
が
問
う
て
い
る
と
し
て
も
、
黄
帝
を
理
由
に
し

て
そ
の
書
を
方
技
か
ら
出
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
た
と
え
、

『
周
史
六
弢
』
の
中
で
実
際
夫
子
が
問
う
て
い
た
と
し
て
も
、そ

の
質
問
が
兵
書
の
中
に
あ
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
儒
家
に
帰
属

さ
せ
て
分
類
し
て
並
べ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

右
十
四
の
一

【
訳
注
】

一
　「
漢
志
」
諸
子
略
は
、
儒
家
、
道
家
、
陰
陽
家
、
法
家
、
名
家
、
墨

家
、
縦
横
家
、
雑
家
、
農
家
、
小
説
家
の
十
類
か
ら
な
り
、
百
八
十

九
家
、
四
千
三
百
二
十
四
篇
を
著
録
し
て
い
る
。

二
　
諸
子
略
儒
家
類
の
序
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
儒
家
者
流
、
蓋
出

於
司
徒
之
官
、助
人
君
順
陰
陽
明
敎
化
者
也
。
游
文
於
六
經
之
中
、留

意
於
仁
義
之
際
、
祖
述
堯
舜
、
憲
章
文
武
、
宗
師
仲
尼
、
以
重
其
言
、

於
道
最
爲
高
。
孔
子
曰
、『
如
有
所
譽
、其
有
所
試
。』
唐
虞
之
隆
、殷

週
之
盛
、
仲
尼
之
業
、
已
試
之
效
者
也
。
然
惑
者
旣
失
精
微
、
而
辟

者
又
隨
時
抑
揚
、
違
離
道
本
、
苟
以
譁
衆
取
寵
。
後
進
循
之
、
是
以

五
經
乖
析
、
儒
學
　
衰
、
此
辟
儒
之
患
。」

三
　
顔
師
古
注
云
「
卽
今
之
六
韜
也
、
蓋
言
取
天
下
乁
軍
旅
之
事
。
弢

字
與
韜
同
也
。」「
漢
志
」
以
降
の
目
録
に
は
見
え
な
い
。
な
お
、「
六

弢
」
二
字
は
、『
荘
子
』
徐
無
鬼
篇
に
見
え
、
郭
象
注
に
「
金
板
六
弢
、

皆
週
書
篇
名
。
或
曰
祕
韯
也
。
本
又
作
六
韜
。
謂
太
公
六
韜
、
文
武

虎
豹
龍
犬
也
」
と
あ
る
。
本
書
に
つ
い
て
、『
漢
藝
文
志
考
証
』
云

「
今
六
韜
六
卷
六
十
篇
、『
尙
書
正
義
』
以
爲
後
人
所
作
、
非
實
事
也
。

『
館
閣
書
目
』
謂
週
史
六
弢
恐
別
是
一
書
。」
ま
た
、
沈
濤
『
銅
熨
斗

齋
随
筆
』
六
弢
云
「
濤
案
、
今
六
韜
乃
文
王
武
王
問
太
公
兵
戰
之
事
、

而
此
列
之
儒
家
、
則
非
今
之
六
韜
也
。
六
乃
大
字
誤
。『
古
今
人
表
』

有
『
週
史
大
　
。』
古
字
書
無
　
字
、
篇
韻
始
有
之
、
當
爲
弢
字
之
誤
。

『
莊
子
』
則
陽
篇
、『
仲
尼
問
於
太
史
大
弢
。』
蓋
卽
其
人
、
此
乃
其
所

著
書
、故
班
氏
有
『
孔
子
問
焉
』
之
說
。
顏
氏
以
爲
太
公
之
六
韜
、誤

矣
。
今
之
『
六
韜
』
當
在
太
公
二
百
三
十
七
篇
之
內
。」
姚
振
宗
『
漢

書
藝
文
志
条
理
』
は
沈
濤
の
指
摘
を
支
持
し
て
い
る
。

四
　『
資
治
通
鑑
外
紀
』
巻
一
。

五
　
班
固
注
云
「
惠
、
襄
之
間
、
或
曰
顯
王
時
、
或
曰
孔
子
問
焉
。」

六
　「
太
公
」
書
は
、「
太
公
二
百
三
十
七
篇
。
謀
八
十
一
篇
、
言
七
十
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一
篇
、
兵
八
十
五
篇
」
と
し
て
諸
子
略
道
家
類
に
著
録
さ
れ
て
い
る
。

本
節
第
十
条
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。「
隋
志
」子
部
兵
家
類
に
、「
太

公
六
韜
五
卷 

梁
六
卷
。
週
文
王
師
姜
撰
」「
太
公
陰
謀
一
卷 

梁
六
卷
。

梁
又
有
太
公
陰
謀
三
卷
、
魏
武
帝
解
」
な
ど
が
著
録
さ
れ
る
。
現
行

本
『
六
韜
』
に
は
、
周
武
王
が
太
公
に
問
う
記
述
が
し
ば
し
ば
見
え

る
。

七
　
兵
書
略
権
謀
家
の
班
固
注
に
「
省
伊
尹
、
太
公
、
管
子
、
孫
卿
子
、

鶡
冠
子
、
蘇
子
、
蒯
通
、
陸
賈
、
淮
南
王
二
百
五
十
九
種
、
出
司
馬

法
入
禮
也
。」
と
あ
る
よ
う
に
、も
と
の
『
七
略
』
で
は
「
太
公
」
書

は
諸
子
略
道
家
類
と
兵
書
略
権
謀
類
の
二
類
に
互
著
さ
れ
て
い
た
。

八
　「
内
經
」
書
は
、「
黃
帝
內
經
十
八
卷
」
と
し
て
方
伎
略
医
経
類
に

著
録
さ
れ
て
い
る
。「
隋
書
経
籍
志
」で
は
同
類
の
書
物
は
子
部
医
方

類
に
著
録
さ
れ
て
い
る
。
現
行
本
『
黄
帝
内
経
素
問
』
に
は
、
黄
帝

が
問
う
て
い
る
記
述
が
し
ば
し
ば
見
え
る
。

【
原
文
】

儒
家
部
有
「
週
政
六
篇
」、「
週
法
九
篇
」【
注
一
】、
其
書
不
傳
。

班
固
注
『
週
政
』
云
、「
週
時
法
度
政
敎
。」
注
『
週
法
』
云
、

「
法
天
地
、
立
百
官
。」
則
二
書
蓋
官
禮
之
遺
也
【
注
二
】。
附
之
禮

經
之
下
爲
宜
、
入
於
儒
家
非
也
【
注
三
】。
大
抵
「
漢
志
」
不
立
史

部
、
凡
遇
職
官
、
故
事
、
章
程
、
法
度
之
書
【
注
四
】、
不
入
六
藝

部
次
、
則
歸
儒
雜
二
家
。
故
二
家
之
書
、
類
附
率
多
牽
混
、
惜

不
能
盡
見
其
書
、
校
正
之
也
。
夫
儒
之
職
業
、
誦
法
先
王
之
道
、

以
待
後
之
學
者
【
注
五
】。
因
以
所
得
、
自
成
一
家
之
言
、
孟
荀
諸

子
是
也
。
若
職
官
、
故
事
、
章
程
、
法
度
、
則
當
世
之
實
蹟
、
非

一
家
之
立
言
、
附
於
儒
家
、
其
義
安
取
。
故
『
高
祖
』『
孝
文
』

諸
篇
之
入
儒
、
前
人
議
其
非
【
注
六
】、
是
也
。

右
十
四
之
二

【
訓
読
文
】

儒
家
の
部
に
「
周
政
六
篇
」、「
周
法
九
篇
」
有
り
、
其
の
書

伝
わ
ら
ず
。
班
固 『
周
政
』
に
注
し
て
云
う
、「
周
時
の
法
度
政

教
な
り
」
と
。『
周
法
』
に
注
し
て
云
う
、「
天
地
を
法
り
、
百

官
を
立
つ
」
と
。
則
ち
二
書
は
蓋
し
官
礼
の
遺
な
り
。
之
を
礼

経
の
下
に
附
す
る
を
宜
し
き
と
為
し
、
儒
家
に
入
る
る
は
非
な

り
。
大
抵
「
漢
志
」 

史
部
を
立
て
ず
、
凡
て
職
官
、
故
事
、
章

程
、
法
度
の
書
に
遇
い
て
、
六
藝
の
部
次
に
入
れ
ざ
れ
ば
、
則

ち
儒
雑
の
二
家
に
帰
す
。
故
に
二
家
の
書
、
類
附
し
て
率
多
ね

牽
混
す
、
惜
し
む
ら
く
は
尽
く
は
其
の
書
を
見
て
、
之
を
校
正

す
る
能
わ
ざ
る
を
。
夫
れ
儒
の
職
業
は
、
先
王
の
道
を
誦
法
し
、
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以
て
後
の
学
者
を
待
つ
な
り
。
因
り
て
得
る
所
を
以
て
、
自
ず

か
ら
一
家
の
言
を
成
す
は
、孟
荀
の
諸
子
是
れ
な
り
。
職
官
、故

事
、
章
程
、
法
度
の
若
き
は
、
則
ち
当
世
の
実
蹟
に
し
て
、
一

家
の
立
言
に
非
ず
、
儒
家
に
附
す
る
は
、
其
の
義
安
ん
ぞ
取
ら

ん
。
故
に
『
高
祖
』、『
孝
文
』
の
諸
篇
の
儒
に
入
る
に
、
前
人 

其
の
非
を
議
す
る
は
、
是
な
り
。

右
十
四
の
二

【
現
代
語
訳
】

儒
家
の
部
に
「
周
政
六
篇
」、「
周
法
九
篇
」
が
著
録
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
書
物
は
伝
わ
ら
な
い
。
班
固
は
『
周
政
』
に
注
し

て
「
周
の
時
の
法
度
や
政
教
で
あ
る
」
と
述
べ
、『
周
法
』
に
注

し
て
「
天
地
を
法
り
、
百
官
を
立
て
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
二
書
は
官
府
の
礼
法
の
名
残
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
、二
書
は
礼
法
の
経
書
の
下
に
従
え
る
の
が
宜
し
く
、儒

家
に
入
れ
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
一
体
「
漢
書
藝
文
志
」
は
史

部
を
設
け
ず
、
お
し
な
べ
て
職
官
、
故
事
、
章
程
、
法
度
の
類

の
書
物
に
出
く
わ
せ
ば
、六
藝
の
分
類
に
は
入
れ
な
い
の
で
、儒

家
と
雑
家
の
二
家
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
二
家

の
書
物
は
、
似
た
も
の
が
並
び
全
体
的
に
混
乱
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
す
べ
て
そ
れ
ら
の
書
物
を
見
て
、
正

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
儒
家
の
職
務
は
、
先
王
の
道

を
模
範
と
し
て
律
し
、
そ
う
し
て
後
学
の
者
に
備
え
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
に
よ
っ
て
、
自
然
と
一
家

言
を
な
し
た
も
の
が
、孟
子
や
荀
子
の
諸
子
で
あ
る
。
職
官
、故

事
、
章
程
、
法
度
の
よ
う
な
も
の
は
、
当
世
に
お
け
る
実
際
の

事
々
で
あ
っ
て
、
一
家
の
立
言
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ら

を
儒
家
に
置
く
よ
う
な
理
屈
に
ど
う
し
て
従
う
こ
と
が
で
き
よ

う
か
。
だ
か
ら
、『
高
祖
』、『
孝
文
』
と
い
っ
た
諸
篇
が
儒
家
に

入
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
前
人
た
ち
が
そ
の
誤
り
を
議
論

し
た
こ
と
は
、
正
し
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

右
十
四
の
二

【
訳
注
】

一
　
二
書
と
も
に
「
漢
志
」
以
降
の
目
録
に
は
見
え
な
い
。

二
　
官
礼
は
、
古
代
の
官
府
で
守
ら
れ
て
い
た
礼
法
。『
文
史
通
義
』
に

は
以
下
の
用
例
が
見
え
る
。「
杜
氏
通
典
爲
卷
二
百
、而
禮
典
乃
八
門

之
一
、
已
占
百
卷
、
蓋
其
書
本
官
禮
之
遺
、
宜
其
於
禮
事
加
詳
也
。」

（
書
教
中
）、「
故
專
門
治
術
、
皆
爲
官
禮
之
變
也
。」（
詩
教
下
）、「
六

藝
爲
官
禮
之
遺
、
其
說
亦
詳
外
篇
『
校
讎
略
』
中
『
著
錄
先
明
大
道
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論
』。」（
同
）、「
劉
歆
七
略
、
論
次
諸
家
流
別
、
而
推
官
禮
之
遺
焉
、

所
以
解
專
陋
之
瘴
厲
也
。」（
説
林
）、「
史
家
書
誌
一
體
、
古
人
官
禮

之
遺
也
。」（
永
清
県
誌
六
書
例
議
）、「
不
知
司
馬
法
乃
週
官
職
掌
、如

考
工
之
記
、
本
非
官
禮
、
亦
以
司
空
職
掌
、
附
著
週
官
、
此
等
敍
錄
、

最
爲
知
本
之
學
。」（
鄭
樵
誤
校
漢
志
）

三
　『
漢
書
藝
文
志
条
理
』
に
「
按
班
氏
仍
錄
略
之
舊
、
列
於
儒
家
、
必

有
其
故
、
後
人
未
見
其
書
、
未
可
斷
以
爲
非
。」
と
述
べ
、
ま
た
、「
漢

志
」
が
二
書
に
続
け
て
著
録
す
る
「
河
間
週
制
十
八
篇
」（
班
固
注
云

「
似
河
間
獻
王
所
述
也
」）
に
付
し
た
案
語
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
案
『
週
史
六
弢
』
乁
『
週
政
』、『
週
法
』、『
週
制
』
四
書
似
皆
河
間

王
獻
王
所
奏
進
、
而
『
週
制
』
又
似
獻
王
綜
述
爲
書
也
。
週
之
故
府
、

篇
籍
多
矣
、
家
邦
旣
隕
、
或
亦
有
散
在
民
間
著
、
獻
王
購
以
金
帛
、
遂

多
爲
所
得
、
如
『
毛
詩
經
』
乁
『
故
訓
傳
』、『
禮
古
經
』、『
古
記
』、

『
明
堂
陰
陽
』、『
王
史
氏
記
』、『
週
官
經
傳
』、『
司
馬
法
』、『
樂
記
』、

『
雅
歌
詩
』、『
左
氏
經
傳
』、『
三
朝
記
』、
皆
獻
之
漢
朝
、
此
亦
其
類

也
歟
。」

四
　
職
官
に
つ
い
て
、「
宗
劉
」
第
二
に
「
職
官
乃
週
官
之
族
屬
、
則
史

而
經
矣
。」
と
見
え
、
ま
た
、
章
程
に
つ
い
て
、「
補
校
漢
藝
文
志
」

第
十
之
九
に
「
或
曰
、『
漢
志
』
失
載
律
令
章
程
、
固
無
論
矣
。
假
令

當
日
必
載
律
令
章
程
、
就
劉
班
之
『
七
略
』
類
例
、
宜
如
何
歸
附
歟
。

答
曰
、『
太
史
公
書
』
之
附
『
春
秋
』、『
封
禪
羣
祀
』
之
附
『
禮
經
』、

其
遺
法
也
。
律
令
自
可
附
於
法
家
之
後
、
章
程
本
當
別
立
政
治
一
門
、

『
漢
志
』
無
其
門
類
。
然
『
高
祖
傳
十
三
篇
』、『
孝
文
傳
十
一
篇
』、班

固
注
、『
高
祖
與
大
臣
述
古
語
乁
詔
策
也
。』
皆
屬
故
事
之
書
、
而
劉

班
次
於
諸
子
儒
家
、
則
章
程
亦
必
附
於
此
矣
。」
と
見
え
る
。

五
　「
原
道
中
」
篇
に
「
儒
也
者
、
賢
士
不
遇
明
良
之
盛
、
不
得
位
而
大

行
、於
是
守
先
王
之
道
、以
待
後
之
學
者
、出
於
勢
之
無
可
如
何
爾
。」

六
　
諸
子
略
儒
家
類
に
「
高
祖
傳
十
三
篇
」（
班
固
注
云
「
高
祖
與
大
臣

述
古
語
乁
詔
策
也
。」）、「
孝
文
傳
十
一
篇
」（
班
固
注
云
「
文
帝
所
稱

乁
詔
策
。」）
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。
二
書
に
つ
い
て
、「
補
校
漢
藝
文

志
」
十
之
九
に
、「『
高
祖
傳
』
十
三
篇
、『
孝
文
』
十
一
篇
、
皆
屬
故

事
之
書
、
而
劉
班
次
於
諸
子
儒
家
、
則
章
程
亦
必
附
於
此
矣
。」
と
あ

り
、
ま
た
、
焦
竑
が
「
糾
繆
」
に
「『
漢
書
藝
文
志
』、『
高
祖
傳
』、

『
孝
文
傳
』、
入
儒
、
非
、
改
制
詔
。」
と
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、「
焦

竑
誤
校
漢
志
」
十
二
之
十
二
に
「
焦
竑
以
漢
志
、
高
祖
孝
文
二
傳
入

儒
家
爲
非
、
因
改
入
於
制
詔
。
此
說
似
矣
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

【
原
文
】

儒
家
「
虞
氏
春
秋
十
五
篇
」【
注
一
】、
司
馬
遷
「
十
二
諸
侯
年

表
」
序
作
八
篇
【
注
二
】。
或
初
止
八
篇
，
而
劉
向
校
書
、
爲
之
分
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析
篇
次
、
未
可
知
也
。
然
其
書
以
「
春
秋
」
標
題
、
而
撰
著
之

文
、
則
又
上
采
春
秋
、
下
觀
近
世
、
而
定
著
爲
書
、
抑
亦
「
春

秋
」
之
支
別
也
。
法
當
附
著
「
春
秋
」、
而
互
見
於
諸
子
。
班

志
又
【
注
三
】

僅
著
於
儒
家
、
惜
其
未
習
於
史
遷
之
敍
例
爾
【
注
四
】。

右
十
四
之
三

【
訓
読
文
】

儒
家
の
「
虞
氏
春
秋
十
五
篇
」、
司
馬
遷
「
十
二
諸
侯
年
表
」

序
は
八
篇
に
作
る
。
或
い
は
初
め
八
篇
に
止
ま
り
、
而
し
て
劉

向 

書
を
校
じ
て
、
之
が
為
に
篇
次
を
分
析
す
、
未
だ
知
る
可
か

ら
ざ
る
な
り
。
然
る
に
其
の
書 

「
春
秋
」
を
以
て
題
を
標
し
、

而
し
て
撰
著
の
文
、
則
ち
又
た
上
は
春
秋
に
采
り
、
下
は
近
世

を
観
、
定
め
て
著
し
て
書
と
為
せ
ば
、
抑
ゝ
亦
た
「
春
秋
」
の

支
別
な
り
。
法
と
し
て
当
に
「
春
秋
」
に
附
著
し
、
諸
子
に
互

見
す
べ
し
。
班
志
は
又
た
僅
か
に
儒
家
に
著
す
る
の
み
、
惜
し

む
ら
く
は
其
の
未
だ
史
遷
の
敍
例
に
習
わ
ざ
る
の
み
。

右
十
四
の
三

【
現
代
語
訳
】

諸
子
略
儒
家
類
に
著
録
さ
れ
る
「
虞
氏
春
秋
十
五
篇
」
に
つ

い
て
、
司
馬
遷
『
史
記
』
十
二
諸
侯
年
表
序
で
は
八
篇
に
作
っ

て
い
る
。
或
い
は
当
初
八
篇
に
止
ま
っ
て
い
た
も
の
が
、
劉
向

が
書
物
を
校
訂
し
て
、
そ
の
た
め
に
篇
次
を
分
け
た
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
書
が
「
春
秋
」
を

題
に
表
し
て
お
り
、
ま
た
、
著
述
の
文
章
も
、
遡
っ
て
は
「
春

秋
」
の
事
柄
を
取
り
上
げ
、
降
っ
て
は
近
代
を
観
察
し
、
書
き

定
め
て
書
物
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
、と
り
も
な
お
さ
ず
「
春
秋
」

の
支
流
な
の
で
あ
る
。
の
り
と
し
て
「
春
秋
」
に
従
え
て
著
録

し
、
諸
子
略
に
互
著
す
べ
き
で
あ
る
。
班
固
「
漢
志
」
は
ま
た

儒
家
類
に
著
録
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
司
馬
遷
『
史
記
』
十

二
諸
侯
年
表
の
序
文
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
な
い
の
は
残
念

な
こ
と
で
あ
る
。

右
十
四
の
三

【
訳
注
】

一
　
班
固
注
云
「
虞
卿
也
。」「
漢
志
」
以
降
の
目
録
に
は
著
録
し
な
い
。

馬
国
翰
に
輯
本
が
あ
る
。
馬
氏
序
云
「
班
志
列
入
儒
家
者
、
其
以
傳

左
氏
春
秋
、
而
荀
況
、
張
蒼
、
賈
誼
之
學
、
淵
源
有
自
乎
。」

二
　『
史
記
』
十
二
諸
侯
年
表
云
「
趙
孝
成
王
時
、
其
相
虞
卿
上
采
春
秋
、

下
觀
近
勢
、
亦
著
八
篇
、
爲
虞
氏
春
秋
。」
ま
た
、
張
守
節
正
義
に
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「
其
文
八
篇
、
藝
文
志
云
十
五
篇
、
虞
卿
撰
。」
ま
た
、『
史
記
』
虞
卿

伝
云
「
虞
卿
既
以
魏
齊
之
故
、
不
重
萬
戶
侯
卿
相
之
印
、
與
魏
齊
閒

行
、
卒
去
趙
、
困
於
梁
。
魏
齊
已
死
、
不
得
意
、
乃
著
書
、
上
寀
春

秋
、
下
觀
近
世
、
曰
節
義
、
稱
號
、
揣
摩
、
政
謀
、
凡
八
篇
。
以
刺

譏
國
家
得
失
、世
傳
之
曰
虞
氏
春
秋
。」
虞
卿
の
著
は
六
藝
略
春
秋
類

に
も
「
虞
氏
微
傳
二
篇
　
趙
相
虞
卿
」
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。

三
　
又
字
に
つ
い
て
、
底
本
は
「
入
」
に
作
る
が
、
嘉
業
堂
本
に
従
っ

て
改
め
た
。

四
　
王
重
民
氏
は
、
虞
卿
の
著
書
と
し
て
「
虞
氏
春
秋
十
五
篇
」
の
他

に
「
虞
氏
微
傳
二
篇
」
が
六
藝
略
春
秋
類
に
著
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

虞
卿
伝
に
載
る
篇
名
か
ら
『
虞
氏
春
秋
』
が
儒
家
の
書
の
よ
う
な
内

容
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
劉
歆
、
班
固
が
実
際
に
書

物
を
見
て
分
類
し
て
い
る
以
上
、
よ
り
儒
家
的
な
書
物
と
し
て
判
断

し
て『
虞
氏
春
秋
』を
儒
家
類
に
分
類
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。（『
校

讎
通
義
通
解
』）

【
原
文
】

司
馬
遷
之
敍
載
籍
也
、
疎
而
理
、
班
固
之
志
藝
文
也
、
密
而

舛
。
蓋
遷
能
溯
源
、
固
惟
辨
蹟
故
也
。
遷
於
「
十
二
諸
侯
表
」

敍
【
注
一
】、
旣
推
『
春
秋
』
爲
主
、
則
左
丘
、
鐸
椒
、
虞
卿
、
呂

不
韋
諸
家
、以
次
論
其
體
例
【
注
二
】、則
「
春
秋
」
之
支
系
也
。
至

於
孟
、
荀
、
公
孫
固
、
韓
非
諸
書
【
注
三
】、
命
意
各
殊
、
與
「
春

秋
」
之
部
、
不
相
附
麗
、
然
論
辨
紀
述
、
多
乁
春
秋
時
事
、
則

約
略
紀
之
、
蓋
「
春
秋
」
之
傍
證
也
、
張
蒼
歷
譜
五
德
、
董
仲

舒
推
「
春
秋
」
義
【
注
四
】、
乃
「
春
秋
」
之
流
別
、
故
終
篇
推
衍

乁
之
【
注
五
】。
則
觀
斯
表
者
、
求
「
春
秋
」
之
折
衷
、
無
遺
憾
矣

【
注
六
】。
至
於
著
書
之
人
、
學
有
專
長
、
所
著
之
書
、
義
非
一
概
、

則
自
有
專
篇
列
傳
、
別
爲
表
明
、
亦
犹
劉
向
、
任
宏
於
校
讎
部

次
、
重
複
爲
之
互
注
例
也
。
班
氏
拘
拘
於
法
度
之
內
、
此
其
所

以
類
例
難
精
而
動
多
掣
肘
歟
【
注
七
】。

右
十
四
之
四

【
訓
読
文
】

司
馬
遷
の
載
籍
を
叙
ぶ
る
や
、
疎
な
る
も
理
あ
り
、
班
固
の

藝
文
を
志
す
や
、
密
な
る
も
舛
く
。
蓋
し
遷
は
能
く
源
に
溯
り
、

固
は
惟
だ
蹟
故
を
辨
ず
る
の
み
な
り
。
遷 

「
十
二
諸
侯
表
」
叙

に
於
け
る
や
、
既
に
『
春
秋
』
を
推
し
て
主
と
為
し
、
則
ち
左

丘
、
鐸
椒
、
虞
卿
、
呂
不
韋
の
諸
家
、
次
を
以
て
其
の
体
例
を

論
ず
、
則
ち
「
春
秋
」
の
支
系
な
り
。
孟
、
荀
、
公
孫
固
、
韓

非
の
諸
書
に
至
り
て
は
、
意
に
命
じ
て
各
ゝ
殊
な
り
、「
春
秋
」
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の
部
と
、
相
い
附
麗
せ
ざ
る
も
、
然
る
に
論
辨
紀
述
は
、
多
く

春
秋
の
時
の
事
に
及
べ
ば
、
則
ち
約
略
し
て
之
を
紀
す
、 

蓋
し

「
春
秋
」
の
傍
証
な
り
、
張
蒼 

五
徳
を
歴
譜
し
、
董
仲
舒
「
春

秋
」
の
義
を
推
す
は
、
乃
ち
「
春
秋
」
の
流
別
に
し
て
、
故
に

終
篇
に
推
衍
し
て
之
に
及
ぶ
。
則
ち
斯
の
表
を
観
る
者
、「
春

秋
」
の
折
衷
を
求
め
て
、遺
憾
無
き
な
り
。
書
を
著
す
の
人
、学

に
専
長
有
り
、
著
す
所
の
書
、
義 

一
概
に
非
ざ
る
に
至
れ
ば
、

則
ち
自
ず
か
ら
専
篇
列
伝
有
り
て
、
別
に
表
明
を
為
す
は
、
亦

た
猶
お
劉
向
、
任
宏
の
校
讎
部
次
す
る
に
於
い
て
、
重
複
し
て

之
が
為
に
互
注
す
る
例
の
ご
と
き
な
り
。
班
氏
は
法
度
の
内
に

拘
拘
た
り
、
此
れ
其
の
類
例
の
精
な
り
難
く
動
も
す
れ
ば
多
く

肘
を
掣
く
所
以
な
る
か
。

右
十
四
の
四

【
現
代
語
訳
】

司
馬
遷
は
多
く
の
書
物
を
述
べ
る
こ
と
に
お
い
て
、
粗
雑
で

あ
る
が
道
理
が
あ
り
、
班
固
は
書
物
を
記
録
す
る
こ
と
に
お
い

て
、
緻
密
で
あ
る
が
道
理
に
背
い
て
い
る
。
思
う
に
司
馬
遷
は

源
流
に
遡
る
こ
と
が
で
き
て
い
て
、
班
固
は
た
だ
そ
の
跡
を
分

析
す
る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
司
馬
遷
は
「
十
二
諸
侯
表
」
の

序
文
に
お
い
て
、
先
ず
『
春
秋
』
を
掲
げ
て
主
と
し
、
左
丘
明
、

鐸
椒
、
虞
卿
、
呂
不
韋
の
諸
家
に
つ
い
て
、
順
番
に
そ
の
体
例

を
論
じ
て
い
る
の
は
、「
春
秋
」
の
支
流
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
孟
軻
、
荀
況
、
公
孫
固
、
韓
非
の
諸
書
に
至
る
と
、
主
旨

に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、「
春
秋
」
の
部
と
離
れ
る
も
の
で

は
あ
る
け
れ
ど
、
た
だ
、
そ
の
論
述
や
記
録
は
多
く
春
秋
の
時

の
事
に
及
ん
で
い
る
の
で
、
要
約
し
て
記
述
し
て
お
り
、
そ
れ

は
思
う
に
「
春
秋
」
の
間
接
的
な
根
拠
な
の
で
あ
り
、ま
た
、張

蒼
が
五
徳
を
一
つ
一
つ
辿
り
、
董
仲
舒
が
「
春
秋
」
の
義
を
推

し
論
じ
た
の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
春
秋
」
の
分
派
で
あ
る

か
ら
、
篇
末
に
敷
衍
し
て
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
表

を
見
る
者
は
、「
春
秋
」
に
つ
い
て
調
和
し
た
正
し
い
基
準
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
、余
す
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、書

物
を
著
す
人
に
は
、
そ
の
学
問
に
特
長
が
あ
り
、
著
さ
れ
た
書

物
は
、そ
の
意
義
は
一
括
り
に
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、そ

こ
で
専
門
の
叙
述
や
列
伝
を
設
け
て
、
別
に
述
べ
明
ら
か
に
し

て
お
り
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
劉
向
や
任
宏
が
書
物
を
校
訂
し
て

分
類
す
る
中
で
、
重
複
さ
せ
て
互
注
し
た
例
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
班
固
は
規
則
に
拘
泥
し
て
し
ま
い
、
そ
の
た
め
類
例
は

精
確
に
な
り
難
く
、
や
や
も
す
れ
ば
不
自
由
な
こ
と
が
多
く
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な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

右
十
四
の
四

【
訳
注
】

一
　「
十
二
諸
侯
表
」
序
云
「
魯
君
子
左
丘
明
、
懼
弟
子
人
人
異
端
、
各

安
其
意
、失
其
眞
。
故
因
孔
子
史
記
、具
論
其
語
、成
左
氏
春
秋
。
鐸

椒
爲
楚
威
王
傅
、
爲
王
不
能
盡
觀
春
秋
、
采
取
敗
卒
四
十
章
、
爲
鐸

氏
微
。
趙
孝
成
王
時
、
其
相
虞
卿
上
采
春
秋
、
下
觀
近
世
、
亦
著
八

篇
、
爲
虞
氏
春
秋
。
呂
不
韋
者
、
秦
莊
襄
王
相
、
亦
上
觀
尙
古
、
刪

拾
春
秋
、集
六
國
時
事
、以
爲
八
覽
六
論
十
二
紀
、爲
呂
氏
春
秋
。
乁

如
荀
卿
孟
子
公
孫
固
韓
非
之
徒
、
各
往
往
捃
摭
春
秋
之
文
、
以
著
書
、

不
可
勝
紀
。
漢
相
張
蒼
歷
譜
五
德
、
上
大
夫
董
仲
舒
推
春
秋
義
、
頗

著
文
焉
。」

二
　
左
丘
明
の
著
作
は
六
藝
略
春
秋
類
に
「
左
氏
傳
三
十
卷
」（
班
固
注

云
「
左
丘
明
、
魯
太
史
。」）、「
國
語
二
十
一
篇
」（
班
固
注
云
「
左
丘

明
著
。」）
の
二
書
が
著
録
さ
れ
る
。
鐸
椒
の
著
作
は
同
じ
く
春
秋
類

に
「
鐸
氏
微
三
篇
」（
班
固
注
云
「
楚
太
傅
鐸
椒
也
。」）
が
著
録
さ
れ

る
。
鐸
椒
は
楚
の
大
夫
。
虞
卿
の
著
作
は
前
節
の
注
を
参
照
。
呂
不

韋
は
諸
子
略
雑
家
類
に
「
呂
氏
春
秋
二
十
六
篇
」（
班
固
注
云
「
秦
相

呂
不
韋
輯
智
略
士
作
。」）
が
著
録
さ
れ
る
。

三
　
孟
軻
の
著
「
孟
子
十
一
篇
」（
班
固
注
云
「
名
軻
、
鄒
人
、
子
思
弟

子
、有
列
傳
。」）、荀
況
の
著
「
孫
卿
子
三
十
三
篇
」（
班
固
注
云
「
名

況
、
趙
人
、
爲
齊
稷
下
祭
酒
、
有
列
傳
。」）、
公
孫
固
の
著
「
公
孫
固

一
篇
」（
班
固
注
云
「
十
八
章
。
齊
閔
王
失
國
、
問
之
、
固
因
爲
陳
古

今
成
敗
也
。」）
は
そ
れ
ぞ
れ
諸
子
略
儒
家
類
に
著
録
さ
れ
る
。
韓
非

の
著
「
韓
子
五
十
五
篇
」（
班
固
注
云
「
名
非
、
韓
諸
公
子
、
使
秦
、

李
斯
害
而
殺
之
。」）
は
諸
子
略
法
家
類
に
著
録
さ
れ
る
。

四
　
張
蒼
の
著
は
諸
子
略
陰
陽
家
類
に
「
張
蒼
十
六
篇
」（
班
固
注
云

「
丞
相
北
平
侯
。」）
が
著
録
さ
れ
、董
仲
舒
の
著
は
六
藝
略
春
秋
類
に

「
公
羊
董
仲
舒
治
獄
十
六
篇
」、
諸
子
略
儒
家
類
に
「
董
仲
舒
百
二
十

三
篇
」
が
著
録
さ
れ
る
。「
董
仲
舒
百
二
十
三
篇
」
に
つ
い
て
は
本
篇

第
六
条
を
参
照
。

五
　
司
馬
貞
索
隠
は
、「
漢
相
張
蒼
歷
譜
五
德
」
に
つ
い
て
、「
張
蒼
著

終
始
五
德
傳
」
と
注
し
、「
董
仲
舒
推
春
秋
義
」
に
つ
い
て
、「
作
春

秋
繁
露
」
と
注
し
て
い
る
。
ま
た
、『
漢
書
』
張
蒼
伝
云
「
蒼
爲
丞
相

十
餘
年
、
魯
人
公
孫
臣
上
書
、
陳
終
始
五
德
傳
、
言
漢
土
德
時
、
其

符
黃
龍
見
、
當
改
正
朔
、
易
服
色
。
事
下
蒼
、
蒼
以
爲
非
是
、
罷
之
。」

六
　
折
衷
の
語
に
つ
い
て
、『
史
記
』
孔
子
世
家
の
賛
に
「
天
子
王
侯
中

國
言
六
藝
者
折
中
於
夫
子
」
と
あ
り
、
そ
の
司
馬
貞
索
隠
に
「
王
師

叔
云
、
折
中
、
正
也
。
宋
均
云
、
折
、
斷
也
。
中
、
當
也
。
言
欲
折
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斷
其
物
、
而
用
之
與
度
相
中
當
也
」
と
あ
る
。

七
　
掣
肘
は
肘
を
ひ
く
こ
と
。
転
じ
て
、
干
渉
し
て
自
由
を
束
縛
す
る

こ
と
。（『
呂
氏
春
秋
』
具
備
篇
）

【
原
文
】

「
賈
誼
五
十
八
篇
」、
收
於
儒
家
、
似
矣
、
然
與
法
家
當
互
見

也
【
注
一
】。
考
「
賈
誼
傳
」【
注
二
】、
初
以
通
諸
家
書
、
召
爲
博
士
、

又
出
河
南
守
吳
公
門
下
。
吳
公
嘗
學
事
李
斯
、以
治
行
第
一
、召

爲
廷
尉
、
乃
薦
賈
誼
。
誼
所
上
書
、
稱
說
改
正
朔
、
易
服
色
制

度
、
定
官
興
禮
樂
、
草
具
儀
法
。
文
帝
謙
讓
未
遑
。
然
諸
法
令

所
更
定
、
乁
列
侯
就
國
、
其
說
皆
自
誼
發
之
。
又
司
馬
遷
曰
、

「
賈
生
、
晁
錯
明
申
商
。」【
注
三
】

今
其
書
尙
可
考
見
、
宗
旨
雖
出

於
儒
、
而
作
用
實
本
於
法
也
。「
漢
志
」
敍
錄
云
、「
法
家
者
流
、

出
於
理
官
。」
蓋
法
制
禁
令
、
週
官
之
刑
典
也
【
注
四
】。「
名
家
者

流
、
出
於
禮
官
」。
蓋
名
物
度
數
、
週
官
之
禮
典
也
【
注
五
】。
古
者

刑
法
禮
制
、
相
爲
損
益
、
故
禮
儀
三
百
、
威
儀
三
千
、
而
五
刑

之
屬
三
千
【
注
六
】、
條
繁
文
密
、
其
數
適
相
等
也
。
是
故
聖
王
敎

民
以
禮
、
而
禁
之
以
刑
。
出
於
禮
者
、
卽
入
於
刑
、
勢
無
中
立
。

故
民
日
遷
善
、
而
不
知
所
以
自
致
也
【
注
七
】。
儒
家
者
流
、
總
約

刑
禮
、
而
折
衷
於
道
、
蓋
懼
斯
民
泥
於
刑
禮
之
蹟
、
而
忘
其
性

所
固
有
也
。
孟
子
曰
、「
徒
善
不
足
以
爲
政
、
徒
法
不
能
以
自

行
。」【
注
八
】

夫
法
則
禮
刑
條
目
、
有
節
度
者
皆
是
也
。
善
則
欽
明

文
思
、
允
恭
克
讓
【
注
九
】、
無
形
體
者
皆
是
也
。
程
子
曰
、「
有

『
關
雎
』『
麟
趾
』
之
心
、而
後
可
以
行
週
官
之
法
度
。」【
注
一
○
】

所

謂
「
關
雎
」「
麟
趾
」、
仁
義
是
也
【
注
一
一
】。
所
謂
週
官
法
度
、
刑

禮
之
屬
皆
是
也
。
然
則
儒
與
名
法
、
其
原
皆
出
於
一
、
非
若
異

端
釋
老
、
屛
去
民
彝
物
則
【
注
一
二
】、
而
自
爲
一
端
者
比
也
。
商
鞅
、

韓
非
之
法
【
注
一
三
】、
未
嘗
不
本
聖
人
之
法
、
而
所
以
制
而
用
者
非

也
。
鄧
析
、
公
孫
龍
之
名
【
注
一
四
】、
不
得
自
外
於
聖
人
之
名
、
而

所
以
持
而
辨
者
非
也
。
儒
分
爲
八
、
墨
分
爲
三
、
則
儒
亦
有
不

合
聖
人
之
道
者
矣
【
注
一
五
】。
此
其
所
以
著
錄
之
書
、
貴
知
原
委
、

而
又
當
善
條
其
流
別
也
。
賈
生
之
言
王
道
、
深
識
本
原
、
推
論

三
代
、
其
爲
儒
效
、
不
待
言
矣
。
然
其
立
法
創
制
、
條
列
禁
令
、

則
是
法
家
之
實
。
其
書
互
見
法
家
、
正
以
明
其
體
用
所
備
【
注
一
六
】。

儒
固
未
足
爲
榮
、
名
法
亦
不
足
爲
隱
諱
也
。
後
世
不
知
家
學
流

別
之
義
、
相
率
而
爭
於
無
益
之
空
名
。
其
有
列
於
儒
家
者
、
不

勝
其
榮
、
而
次
以
名
法
者
、
不
勝
其
辱
、
豈
知
同
出
聖
人
之
道
、

而
品
第
高
下
、
又
各
有
其
得
失
。
但
求
名
實
相
副
、
爲
得
其
宜
、

不
必
有
所
選
擇
、
而
後
其
學
始
爲
貴
也
。「
漢
志
」
始
別
九
流
【
注
一
七
】、

而
儒
雜
二
家
、
已
多
淆
亂
。
後
世
著
錄
之
人
、
更
無
別
出
心
裁
、
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紛
然
以
儒
雜
二
家
爲
蛇
龍
之
菹
焉
【
注
一
八
】。
凡
於
諸
家
著
述
、
不

能
遽
定
意
指
之
所
歸
、
愛
之
則
附
於
儒
、
輕
之
則
推
於
雜
、
夫

儒
雜
分
家
之
本
旨
、
豈
如
是
耶
。

右
十
四
之
五

【
訓
読
文
】

「
賈
誼
五
十
八
篇
」、
儒
家
に
収
む
る
は
、
似
た
り
、
然
る
に

法
家
と
当
に
互
見
す
べ
き
な
り
。「
賈
誼
伝
」
を
考
う
る
に
、初

め
以
て
諸
家
の
書
に
通
じ
、
召
さ
れ
て
博
士
と
為
り
、
又
た
河

南
守
呉
公
の
門
下
に
出
づ
。
呉
公
は
嘗
て
学
び
て
李
斯
に
事
え
、

治
行
第
一
な
る
を
以
て
、
召
さ
れ
て
廷
尉
と
為
り
、
乃
ち
賈
誼

を
薦
む
。
誼
の
上
書
す
る
所
、
正
朔
を
改
め
、
服
色
制
度
を
易

え
、
官
を
定
め
て
礼
楽
を
興
こ
す
を
称
説
し
、
儀
法
を
草
具
す
。

文
帝
謙
譲
し
て
未
だ
遑
あ
ら
ず
。
然
る
に
諸
ゝ
の
法
令
の
更
定

す
る
所
、
及
び
列
侯
の
国
に
就
く
は
、
其
の
説
皆
な
誼
よ
り
之

を
発
す
。
又
た
司
馬
遷
曰
く
、「
賈
生
、
晁
錯 

申
商
を
明
ら
か

に
す
」
と
。
今
其
の
書
尚
お
考
見
す
可
く
、
宗
旨
は
儒
に
出
づ

と
雖
も
、而
る
に
作
用
は
実
は
法
に
本
づ
く
な
り
。「
漢
志
」
叙

録
に
云
う
、「
法
家
者
の
流
れ
は
、
理
官
に
出
づ
」
と
。
蓋
し
法

制
禁
令
は
、
周
官
の
刑
典
な
り
。「
名
家
者
の
流
れ
は
、
礼
官
に

出
づ
」
と
。
蓋
し
名
物
度
数
は
、
周
官
の
礼
典
な
り
。
古
は
刑

法
礼
制
、
相
い
損
益
を
為
し
、
故
に
礼
儀
三
百
、
威
儀
三
千
、
而

し
て
五
刑
の
属
三
千
、
条
繁
く
文
密
に
し
て
、
其
の
数
適
ゝ
相

い
等
し
き
な
り
。
是
の
故
に
聖
王 

民
に
教
う
る
に
礼
を
以
て

し
、
而
し
て
之
を
禁
ず
る
に
刑
を
以
て
す
。
礼
を
出
づ
る
者
は
、

即
ち
刑
に
入
り
、
勢
に
中
立
無
し
。
故
に
民
は
日
ゝ
に
善
に
遷

り
、
而
し
て
自
ら
致
す
所
以
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
儒
家
者
の
流

れ
、
刑
礼
を
総
約
し
て
、
而
し
て
道
に
折
衷
す
、
蓋
し
斯
民
の

刑
礼
の
蹟
に
泥
し
、
其
の
性
に
固
よ
り
有
る
所
を
忘
る
る
を
懼

る
れ
ば
な
り
。
孟
子
曰
く
、「
徒
善
は
以
て
政
を
為
す
に
足
ら
ず
、

徒
法
は
以
て
自
ら
行
う
能
わ
ず
」
と
。
夫
れ
法
は
則
ち
礼
刑
の

条
目
に
し
て
、
節
度
有
る
者
皆
な
是
れ
な
り
。
善
は
則
ち
欽
明

文
思
、
允
に
恭
し
く
克
く
譲
り
、
形
体
無
き
者
皆
な
是
れ
な
り
。

程
子
曰
く
、「『
関
雎
』『
麟
趾
』
の
心
有
り
、
而
る
後
に
以
て
周

官
の
法
度
を
行
う
可
し
」
と
。
所
謂
「
関
雎
」「
麟
趾
」
は
、仁

義
是
れ
な
り
。
所
謂
周
官
の
法
度
は
、
刑
礼
の
属
皆
な
是
れ
な

り
。
然
ら
ば
則
ち
儒
と
名
法
と
は
、其
の
原
皆
な
一
に
出
で
、異

端
の
釈
老
の
、
民
彝
物
則
を
屏
去
し
て
、
而
し
て
自
ず
か
ら
一

端
を
為
す
者
の
比
ぶ
が
若
き
に
非
ざ
る
な
り
。
商
鞅
、
韓
非
の

法
は
、未
だ
嘗
て
聖
人
の
法
に
本
づ
か
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
に
、制
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し
て
用
う
る
者
の
非
な
る
所
以
な
り
。
鄧
析
、
公
孫
龍
の
名
は
、

自
ず
か
ら
聖
人
の
名
に
外
る
る
を
得
ざ
る
に
、
持
し
て
辨
ず
る

者
の
非
な
る
所
以
な
り
。
儒
分
か
れ
て
八
と
為
り
、
墨
分
か
れ

て
三
と
為
れ
ば
、
則
ち
儒
も
亦
た
聖
人
の
道
に
合
わ
ざ
る
者
有

り
。
此
れ
其
の
著
録
の
書
は
、
原
委
を
知
る
を
貴
び
、
而
し
て

又
た
当
に
善
く
其
の
流
別
を
条
す
べ
き
所
以
な
り
。
賈
生
の
王

道
を
言
い
、
深
く
本
原
を
識
り
、
推
し
て
三
代
を
論
じ
、
其
の

儒
效
を
為
す
こ
と
、
言
う
を
待
た
ず
。
然
る
に
其
の
法
を
立
て

制
を
創
り
、
禁
令
を
条
列
す
れ
ば
、
則
ち
是
れ
法
家
の
実
な
り
。

其
の
書 

法
家
に
互
見
す
れ
ば
、正
に
以
て
其
の
体
用
の
備
う
る

所
を
明
ら
か
に
す
。儒
は
固
よ
り
未
だ
栄
と
為
す
に
足
ら
ず
、名

法
も
亦
た
隠
諱
と
為
す
に
足
ら
ざ
る
な
り
。後
世 
家
学
流
別
の

義
を
知
ら
ず
、
相
い
率
い
て
無
益
の
空
名
に
争
い
、
其
れ
儒
家

に
列
す
る
有
れ
ば
、
其
の
栄
に
勝
え
ず
、
次
い
で
名
法
を
以
て

す
る
者
、
其
の
辱
に
勝
え
ず
、
豈
に
同
に
聖
人
の
道
に
出
で
て
、

品
第
高
下
し
、
又
た
各
ゝ
其
の
得
失
有
る
を
知
ら
ん
や
。
但
だ

名
実
相
い
副
う
を
求
め
て
、
為
に
其
の
宜
し
き
を
得
、
必
ず
し

も
選
択
す
る
所
有
ら
ず
、
而
る
後
に
其
の
学
始
め
て
貴
し
と
為

す
な
り
。「
漢
志
」
始
め
て
九
流
に
別
か
れ
、
儒
雑
の
二
家
、
已

に
多
く
淆
乱
す
。
後
世
の
著
録
の
人
、
更
に
別
に
心
裁
を
出
だ

す
無
く
、
紛
然
と
し
て
儒
雑
の
二
家
を
以
て
蛇
龍
の
菹
と
為
す
。

凡
て
諸
家
の
著
述
に
於
い
て
、
遽
か
に
意
指
の
帰
す
る
所
を
定

む
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
之
を
愛
せ
ば
則
ち
儒
に
附
し
、
之
を
軽
ん

ず
れ
ば
則
ち
雑
に
推
す
、
夫
れ
儒
雑
分
家
の
本
旨
、
豈
に
是
く

の
如
く
な
ら
ん
や
。

右
十
四
の
五

【
現
代
語
訳
】

「
賈
誼
五
十
八
篇
」
が
、
儒
家
類
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、

ま
ず
は
正
し
い
が
、
法
家
類
と
互
見
す
べ
き
で
あ
る
。『
史
記
』

賈
誼
伝
を
考
慮
す
る
と
、賈
誼
は
は
じ
め
諸
家
の
書
に
通
じ
、召

さ
れ
て
博
士
と
な
り
、
そ
し
て
河
南
太
守
の
呉
公
の
門
下
に

至
っ
た
。
呉
公
は
以
前
李
斯
に
師
事
し
、
治
績
が
天
下
第
一
で

あ
っ
た
こ
と
よ
り
、
廷
尉
に
召
さ
れ
、
そ
こ
で
賈
誼
を
推
薦
し

た
。
賈
誼
の
上
書
は
、
暦
法
を
改
め
、
官
服
の
色
を
改
め
、
官

名
を
制
定
し
て
礼
楽
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
そ

う
し
て
儀
式
や
礼
儀
に
つ
い
て
草
案
を
作
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

孝
文
帝
は
謙
遜
し
て
手
が
回
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
様
々
な

法
令
が
改
定
さ
れ
た
り
、
列
侯
が
封
国
に
赴
任
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、意
見
は
い
ず
れ
も
賈
誼
か
ら
出
た
の
で
あ
る
。ま
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た
、
司
馬
遷
は
、「
賈
生
と
晁
錯
は
申
不
害
、
商
鞅
の
学
問
を
明

ら
か
に
し
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
い
ま
彼
の
著
書
は
調
べ
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
主
旨
は
儒
家
に
出
て
い
る
と
は
い
え
、

そ
の
効
用
は
実
は
法
家
に
由
来
し
て
い
る
。「
漢
志
」序
文
に
は
、

「
法
家
の
流
れ
は
、治
獄
の
官
職
に
出
て
い
る
」
と
あ
る
。
思
う

に
法
制
禁
令
に
関
す
る
の
は
、
周
官
の
刑
法
で
あ
る
。
ま
た
、

「
名
家
の
流
れ
は
、
礼
を
司
る
官
職
に
出
て
い
る
」
と
も
あ
る
。

思
う
に
名
称
事
物
、
規
準
規
則
に
関
す
る
の
は
、
周
官
の
礼
法

で
あ
る
。
古
い
時
代
、
刑
法
と
礼
制
は
、
相
互
に
減
っ
た
り
増

え
た
り
補
い
合
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
だ
か
ら
礼
儀
制
度
に
は

三
百
あ
り
、
礼
儀
の
細
則
に
は
三
千
あ
り
、
そ
し
て
五
刑
の
類

も
三
千
あ
り
、
条
項
は
多
く
条
文
は
細
か
く
、
そ
の
数
が
ち
ょ

う
ど
同
じ
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
聖
王
は
民
衆
を

教
化
す
る
に
は
礼
を
用
い
、
民
衆
を
戒
め
る
に
は
刑
を
用
い
た

の
で
あ
っ
た
。
礼
を
は
み
出
た
者
は
、
刑
罰
に
か
け
ら
れ
る
の

で
あ
っ
て
、そ
の
運
び
に
曖
昧
な
と
こ
ろ
は
な
い
。
だ
か
ら
、民

衆
は
日
に
日
に
善
へ
と
移
り
ゆ
き
、
そ
れ
で
い
て
自
然
と
そ
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
わ
け
を
意
識
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

儒
家
の
流
派
は
、
刑
法
と
礼
法
を
ま
と
め
て
、
道
に
正
し
さ
を

見
出
す
も
の
で
、
そ
れ
は
民
衆
が
刑
礼
の
形
に
拘
泥
し
て
、
そ

の
性
質
と
し
て
本
来
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ

と
を
危
惧
す
る
か
ら
で
あ
る
。
孟
子
は
「
善
だ
け
で
は
政
治
は

で
き
な
い
し
、
法
だ
け
で
も
そ
れ
自
体
で
は
機
能
し
な
い
」
と

述
べ
て
い
る
。
法
と
は
礼
法
刑
法
の
条
目
な
の
で
あ
っ
て
、
規

制
が
あ
る
も
の
が
い
ず
れ
も
そ
う
で
あ
り
、
善
と
は
思
慮
深
く

明
察
で
、
誠
に
慇
懃
で
よ
く
へ
り
く
だ
り
、
形
と
し
て
表
れ
な

い
も
の
の
い
ず
れ
も
が
そ
う
で
あ
る
。
程
子
は
「『
関
雎
』『
麟

趾
』
の
心
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
周
官
の
法
度
を
施
行
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
所
謂
「
関
雎
」「
麟
趾
」
の
心

と
は
、
仁
義
で
あ
る
。
所
謂
周
官
の
法
度
と
は
、
刑
法
礼
法
の

類
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
儒
家
と
名
家
、
法
家
と
は
、

一
つ
の
源
か
ら
出
て
い
る
の
で
あ
り
、
異
端
で
あ
る
仏
家
と
道

家
が
、
常
道
や
規
範
を
退
け
な
が
ら
、
自
ず
と
一
端
と
な
っ
て

並
列
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
商
鞅
、
韓

非
の
法
は
、
聖
人
の
法
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
儒
家

で
な
く
法
家
で
あ
る
の
は
そ
れ
を
制
定
し
て
利
用
す
る
在
り
方

が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
鄧
析
、
公
孫
龍
の
名
は
、
聖

人
の
名
か
ら
は
ず
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
儒
家
で
な
い
の
は

そ
れ
を
守
り
弁
明
す
る
在
り
方
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る

の
で
あ
る
。孔
子
の
儒
家
が
分
か
れ
て
八
つ
の
流
派
と
な
り
、墨
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子
の
墨
家
が
分
か
れ
て
三
つ
の
流
派
と
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、

儒
家
に
も
聖
人
の
道
に
合
致
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
目
録
の

書
が
、
源
流
を
理
解
す
る
こ
と
を
重
視
し
、
し
っ
か
り
そ
の
流

別
を
筋
道
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
賈
誼
が
王

道
に
言
及
し
、
そ
の
根
源
を
深
く
理
解
し
、
更
に
推
し
て
三
代

の
こ
と
を
論
じ
、
そ
れ
が
儒
家
的
な
効
用
を
持
っ
て
い
る
こ
と

は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
を
立
て
て

制
度
を
作
り
、
禁
令
を
並
べ
て
い
る
の
は
、
法
家
の
実
質
に
等

し
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
書
物
が
法
家
に
も
互
見
す

る
よ
う
に
す
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
の
本
体
と
作
用
が
備
わ
っ
て
い

る
場
所
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
儒
家
に
分

類
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
栄
誉
と
な
る
も
の
で
は
な
い
し
、
名

家
と
法
家
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
は
忌
み
隠
す
べ
き
こ
と
で
も
な

い
。
後
世
の
人
々
は
家
学
流
別
の
意
味
を
理
解
し
て
い
な
い
の

で
、
挙
っ
て
無
益
な
意
味
の
な
い
名
声
に
こ
だ
わ
り
、
儒
家
に

並
ぶ
こ
と
を
こ
の
上
な
い
栄
誉
と
し
、
次
い
で
名
家
と
法
家
に

並
ぶ
こ
と
は
こ
の
上
な
い
屈
辱
と
し
て
い
る
が
、
同
じ
く
聖
人

の
道
か
ら
生
ま
れ
て
、
序
列
に
高
下
が
生
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
良

い
と
こ
ろ
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ま
っ
た
く
理
解

し
て
い
な
い
。
ひ
た
す
ら
名
と
実
が
あ
わ
さ
る
こ
と
を
追
求
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
正
し
き
を
得
、
ま
た
必
ず
し
も
ど
ち
ら
か
を
選

択
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
学
問
は
よ
う
や
く

尊
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。「
漢
書
藝
文
志
」が
は
じ
め
て
諸

子
を
九
流
に
分
け
、
儒
家
と
雑
家
の
二
家
は
、
す
で
に
混
乱
が

多
か
っ
た
。
後
世
の
目
録
家
は
、
ま
た
考
え
や
判
断
を
別
に
考

え
出
す
こ
と
な
く
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
儒
家
と
雑
家
の
二
家
を

蛇
や
ら
龍
や
ら
を
ま
と
め
て
追
い
払
う
沢
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

お
よ
そ
諸
家
の
著
述
に
つ
い
て
、
す
み
や
か
に
そ
の
論
旨
の
帰

属
す
べ
き
分
類
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
敬
え
ば
儒
家
に
置

き
、
軽
ん
じ
れ
ば
雑
家
に
置
い
た
の
で
あ
っ
て
、
儒
家
と
雑
家

が
分
か
れ
る
本
来
の
主
旨
が
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
で
あ
る
こ

と
が
あ
ろ
う
か
。

右
十
四
の
五

【
訳
注
】

一
　『
漢
書
』
賈
誼
伝
云
「
凡
所
著
述
五
十
八
篇
。」
賈
誼
の
著
は
、「
漢

志
」
に
は
他
に
詩
賦
略
賦
家
類
に
「
賈
誼
賦
七
篇
」
が
あ
り
、
ま
た
、

陰
陽
家
類
に
著
録
す
る
「
五
曹
官
制
五
篇
」
に
付
け
ら
れ
た
班
固
注

に
「
漢
制
、
似
賈
誼
所
條
」
と
あ
る
。『
五
曹
官
制
』
に
つ
い
て
は
、

本
章
第
十
五
条
を
参
照
。「
隋
志
」
で
は
、子
部
儒
家
類
に
「
賈
子
十
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卷
錄
一
卷
」
ま
た
、
亡
書
と
し
て
集
部
別
集
類
に
「
賈
誼
集
四
卷
」

が
見
え
る
。「
旧
唐
志
」
に
は
丙
部
（
子
部
）
儒
家
類
に
「
賈
子
九

卷
」、丁
部
（
集
部
）
別
集
類
に
「
前
漢
賈
誼
集
二
卷
」
が
見
え
、「
新

唐
志
」
に
な
る
と
丙
部
（
子
部
）
儒
家
類
に
「
新
書
十
卷
」、
丁
部

（
集
部
）
別
集
類
に
「
賈
誼
集
二
卷
」、
ま
た
「
宋
志
」
に
は
子
部
雑

家
類
に
「
新
書
十
卷
」
が
著
録
さ
れ
る
。
ま
た
、『
崇
文
総
目
』
は
儒

家
類
に
「
賈
子
九
卷
」
を
著
録
し
て
、「
本
七
十
二
篇
。
劉
向
刪
定
爲

五
十
八
篇
。
隋
唐
皆
九
卷
、
今
別
本
或
爲
十
卷
。」
と
述
べ
る
。

二
　『
史
記
』
賈
誼
伝
云
「
賈
生
名
誼
、
雒
陽
人
也
。
年
十
八
、
以
能
誦

詩
屬
書
聞
於
郡
中
。
吳
廷
尉
爲
河
南
守
、聞
其
秀
才
、召
置
門
下
、甚

幸
愛
。
孝
文
皇
帝
初
立
、
聞
河
南
守
吳
公
治
平
爲
天
下
第
一
、
故
與

李
斯
同
邑
而
常
學
事
焉
、
乃
徵
爲
廷
尉
。
廷
尉
乃
言
賈
生
年
少
、
頗

通
諸
子
百
家
之
書
。
文
帝
召
以
爲
博
士
。
是
時
賈
生
年
二
十
餘
、
最

爲
少
。
每
詔
令
議
下
、
諸
老
先
生
不
能
言
、
賈
生
盡
爲
之
對
、
人
人

各
如
其
意
所
欲
出
。
諸
生
於
是
乃
以
爲
能
、
不
乁
也
。
孝
文
帝
說
之
、

超
遷
、一
歲
中
至
太
中
大
夫
。
賈
生
以
爲
漢
興
至
孝
文
二
十
餘
年
、天

下
和
洽
、
而
固
當
改
正
朔
、
易
服
色
、
法
制
度
、
定
官
名
、
興
禮
樂
、

乃
悉
草
具
其
事
儀
法
、
色
尙
黃
、
數
用
五
、
爲
官
名
、
悉
更
秦
之
法
。

孝
文
帝
初
卽
位
、
謙
讓
未
遑
也
。
諸
律
令
所
更
定
、
乁
列
侯
悉
就
國
、

其
說
皆
自
賈
生
發
之
。」

三
　『
史
記
』
太
史
公
自
序
。
晁
錯
は
鼂
錯
。『
史
記
』
鼂
錯
伝
云
「
鼂

錯
者
、
潁
川
人
也
。
學
申
商
刑
名
於
軹
張
恢
先
所
、
與
雒
陽
宋
孟
乁

劉
禮
同
師
。
以
文
學
爲
太
常
掌
故
。」「
漢
志
」諸
子
略
法
家
類
に「
晁

錯
三
十
一
篇
」が
著
録
さ
れ
る
。
申
商
は
申
不
害
と
商
鞅
。「
申
子
六

篇
」
と
「
商
君
二
十
九
篇
」
が
法
家
類
に
著
録
さ
れ
て
い
る
。『
申

子
』
に
つ
い
て
は
、本
章
第
十
七
条
を
参
照
。『
商
君
書
』
に
つ
い
て

は
、
本
章
第
十
八
条
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

四
　『
周
礼
』
大
宰
云
「
大
宰
之
職
、
掌
建
邦
之
六
典
、
以
佐
王
治
邦
國
。

一
曰
治
典
。
以
經
邦
國
、
以
治
官
府
、
以
紀
萬
民
。
二
曰
敎
典
。
以

安
邦
國
、
以
敎
官
府
、
以
擾
萬
民
。
三
曰
禮
典
。
以
和
邦
國
、
以
統

百
官
、
以
諧
萬
民
。
四
曰
政
典
。
以
平
邦
國
、
以
正
百
官
、
以
均
萬

民
。
五
曰
刑
典
。
以
詰
邦
國
、
以
刑
百
官
、
以
糾
萬
民
。
六
曰
事
典
、

以
富
邦
國
、
以
任
百
官
、
以
生
萬
民
。」

五
　
前
掲
『
周
礼
』
大
宰
。

六
　『
礼
記
』
中
庸
篇
云
「
禮
儀
三
百
、
威
儀
三
千
。」
ま
た
、『
書
』
呂

刑
篇
云
「
墨
罰
之
屬
千
、
剕
罰
之
屬
千
、
剕
罰
之
屬
五
百
、
宮
罰
之

屬
三
百
、
大
辟
之
罰
其
屬
二
百
、
五
刑
之
屬
三
千
。」
ま
た
、
舜
典

「
五
刑
有
服
。」
に
付
さ
れ
た
孔
伝
に
「
五
刑
、
墨
、
劓
、
剕
、
宮
、
大

辟
。」
と
あ
る
。

七
　『
孟
子
』
尽
心
章
句
上
云
「
民
日
遷
善
而
不
知
爲
之
者
。」
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八
　
離
婁
章
句
上
。

九
　『
書
』
堯
典
云
「
放
勳
、
欽
明
文
思
、
安
安
、
允
恭
克
讓
、
光
被
四

表
、
格
于
上
下
。」

一
○
　『
二
程
外
書
』
巻
十
二
。
ま
た
、『
文
史
通
義
』
史
徳
篇
云
「
程

子
嘗
謂
、『
有
「
關
雎
」「
麟
趾
」
之
意
、而
後
可
以
行
週
官
之
法
度
。』

吾
則
以
謂
通
六
義
比
興
之
旨
、
而
後
可
以
講
春
王
正
月
之
書
。」

一
一
　『
毛
詩
』
大
序
云
「
然
則
關
雎
麟
趾
之
化
、
王
者
之
風
。
故
繫
之

週
公
。
南
、
言
化
自
北
而
南
也
。」
ま
た
、
周
南
「
麟
趾
」
篇
の
小
序

云
「
麟
之
趾
、關
雎
之
應
也
。
關
雎
之
化
行
、則
天
下
無
犯
非
禮
。
雖

衰
世
之
公
子
、
皆
信
厚
如
麟
趾
之
時
也
。」

一
二
　
民
彝
物
則
は
人
の
守
る
べ
き
道
と
事
物
の
決
ま
り
。『
詩
』
大
雅

「
烝
民
」
云
「
天
生
烝
民
、
有
物
有
則
、
民
之
秉
彝
、
好
是
懿
德
。」

毛
伝
云
「
烝
、
衆
。
物
、
事
。
則
、
法
。
彝
、
常
。
懿
、
美
也
。」
鄭

箋
云
「
秉
、
執
也
。
天
之
生
衆
民
、
其
性
有
物
象
、
謂
五
行
仁
義
禮

智
信
也
。
其
情
有
所
法
、
謂
喜
怒
哀
樂
好
惡
也
。
然
而
民
所
執
持
有

常
道
、
莫
不
好
有
美
德
之
人
。」

一
三
　
法
家
類
に
は
「
商
君
二
十
九
篇
」（
班
固
注
云
「
名
鞅
、
姬
姓
、

衞
後
也
。
相
秦
孝
公
、
有
列
傳
。」）
が
著
録
さ
れ
、
ま
た
「
韓
子
五

十
五
篇
」（
班
固
注
云
「
名
非
、
韓
諸
公
子
、
使
秦
、
李
斯
害
而
殺

之
」）
が
著
録
さ
れ
る
。

一
四
　
名
家
類
に
「
鄧
析
二
篇
」（
班
固
注
云
「
鄭
人
、與
子
產
竝
時
。」）

が
著
録
さ
れ
、同
じ
く
「
公
孫
龍
子
十
四
篇
」（
班
固
注
云
「
趙
人
。」）

が
著
録
さ
れ
る
。

一
五
　『
韓
非
子
』
顕
学
篇
云
「
世
之
顯
學
、
儒
墨
也
。
儒
之
所
至
、
孔

丘
也
、
墨
之
所
至
、
墨
翟
也
。
自
孔
子
之
死
也
、
有
子
張
之
儒
、
有

子
思
之
儒
、
有
顏
氏
之
儒
、
有
孟
氏
之
儒
、
有
漆
雕
氏
之
儒
、
有
仲

良
氏
之
儒
、
有
孫
氏
之
儒
、
有
樂
正
氏
之
儒
。
自
墨
子
之
死
也
、
有

相
里
氏
之
墨
、有
相
夫
氏
之
墨
、有
鄧
陵
氏
之
墨
。
故
孔
墨
之
後
、儒

分
爲
八
、
墨
離
爲
三
、
取
舍
相
反
、
不
同
、
而
皆
自
謂
眞
孔
墨
。
孔

墨
不
可
復
生
、
將
誰
使
定
世
之
學
乎
。
孔
子
、
墨
子
俱
道
堯
舜
、
而

取
舍
不
同
、
皆
自
謂
眞
堯
舜
。
堯
舜
不
復
生
、
將
誰
使
定
儒
墨
之
誠

乎
。」

一
六
　
賈
誼
の
思
想
が
儒
家
の
一
家
に
収
ま
ら
な
い
こ
と
は
、
宋
代
頃

か
ら
す
で
に
指
摘
が
あ
る
。
朱
熹
『
朱
子
語
類
』
戦
国
漢
唐
諸
子
云

「
賈
誼
之
學
雜
、
他
本
是
戰
國
縱
橫
之
學
、
只
是
較
近
道
理
、
不
至
如

儀
、
秦
、
蔡
、
范
之
甚
爾
。」
ま
た
、
黄
震
『
黄
氏
日
抄
』
賈
誼
新
書

云
「
要
其
本
說
、
以
道
爲
虛
、
以
術
爲
用
、
則
無
得
於
孔
子
之
學
。」

ま
た
、
王
夫
之
『
読
通
鑑
論
』
文
帝
云
「
豈
其
如
賈
生
之
言
曰
、『
使

爲
治
、
勞
志
慮
、
苦
身
體
、
乏
鐘
鼓
之
樂
、
勿
爲
可
也
。
樂
與
今
同
、

而
欲
立
經
陳
紀
、
爲
萬
世
法
。』
斯
其
爲
言
、
去
李
斯
之
言
也
無
幾
。
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何
也
。
以
法
術
制
天
下
、而
怙
以
恬
嬉
、則
其
法
雖
異
于
秦
之
法
、而

無
本
以
立
威
于
末
、
勞
天
下
而
以
自
豫
、
其
能
以
是
一
朝
居
乎
。」

一
七
　
范
甯
「
春
秋
穀
梁
伝
序
」
に
「
蓋
九
流
分
而
微
言
隱
」
と
あ
り
、

そ
の
楊
子
勛
疏
に
「
不
數
小
說
家
。」
と
言
う
。

一
八
　『
孟
子
』
滕
文
公
下
云
「
禹
掘
地
而
注
之
海
、驅
蛇
龍
而
放
之
菹
。」

【
原
文
】

「
董
仲
舒
百
二
十
三
篇
」、
部
於
儒
家
、
是
矣
。
然
仲
舒
所
著
、

皆
明
經
術
之
意
。
至
於
說
『
春
秋
』
事
、得
失
間
舉
、所
謂
「
玉

杯
」「
繁
露
」「
淸
明
」「
竹
林
」
之
屬
【
注
一
】、則
當
互
見
「
春
秋
」

部
次
者
也
【
注
二
】。

右
十
四
之
六

【
訓
読
文
】

「
董
仲
舒
百
二
十
三
篇
」、
儒
家
に
部
す
る
は
、
是
な
り
。
然

る
に
仲
舒
の
著
す
所
、
皆
な
経
術
の
意
を
明
ら
か
に
す
。「
春

秋
」
の
事
を
説
く
に
至
り
て
は
、
得
失
間
ゝ
挙
ぐ
、
所
謂
「
玉

杯
」「
繁
露
」「
清
明
」「
竹
林
」
の
属
は
、
則
ち
当
に
「
春
秋
」

の
部
次
に
互
見
す
べ
き
者
な
り
。

右
十
四
の
六

【
現
代
語
訳
】

「
董
仲
舒
百
二
十
三
篇
」
に
つ
い
て
、儒
家
に
分
類
す
る
の
は

正
し
い
。
た
だ
仲
舒
の
著
書
は
、
い
ず
れ
も
経
学
の
意
義
を
明

ら
か
に
し
て
お
り
、「
春
秋
」
の
事
を
説
い
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

得
失
を
し
ば
し
ば
挙
げ
て
お
り
、
所
謂
「
玉
杯
」「
繁
露
」「
清

明
」「
竹
林
」
と
い
っ
た
著
作
は
、「
春
秋
」
の
分
類
に
も
互
見

す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

右
十
四
の
六

【
訳
注
】

一
　『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
云
「
仲
舒
所
著
、
皆
明
經
術
之
意
、
乁
上
疏
條

敎
、
凡
百
二
十
三
篇
。
而
說
春
秋
事
得
失
、
聞
舉
、
玉
杯
、
蕃
露
、
淸

明
、
竹
林
之
屬
、
復
數
十
篇
、
十
餘
萬
言
、
皆
傳
於
後
世
。」
章
学
誠

が
原
文
で
は
篇
名
と
し
て
の
「
聞
擧
」
を
読
み
間
違
え
て
い
る
こ
と

は
『
通
解
』
が
指
摘
し
て
い
る
。「
董
仲
舒
百
二
十
三
篇
」
の
他
、「
漢

志
」
に
は
六
藝
略
春
秋
類
に
「
公
羊
董
仲
舒
治
獄
十
六
篇
」
が
著
録

さ
れ
る
。
ま
た
、「
隋
書
経
籍
志
」
に
は
、
董
仲
舒
の
著
作
と
し
て

「
春
秋
繁
露
十
七
卷
」
と
「
春
秋
決
事
十
卷
」
が
経
部
春
秋
類
に
著
録

さ
れ
、「
董
仲
舒
請
禱
圖
三
卷
」
が
子
部
五
行
類
に
亡
書
と
し
て
著
録

さ
れ
る
の
み
。『
直
斎
書
録
解
題
』
云
「
本
傳
載
所
著
書
百
餘
篇
、淸
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明
、
竹
林
、
繁
露
、
玉
杯
之
屬
、
今
總
名
曰
繁
露
、
而
玉
杯
、
竹
林
、

則
皆
其
篇
名
、
此
決
非
其
本
眞
。」
ま
た
、「
春
秋
繁
露
四
庫
提
要
」

云
「
漢
董
仲
舒
撰
。
繁
或
作
蕃
、
蓋
古
字
相
通
、
其
立
名
之
義
不
可

解
。
…
…
考
仲
舒
本
傳
、
繁
露
、
玉
杯
、
竹
林
、
皆
所
著
書
名
、
而

今
本
玉
杯
竹
林
乃
在
此
書
之
中
。
故
崇
文
總
目
頗
疑
之
、
而
程
大
昌

攻
之
尤
力
。
今
觀
其
文
雖
未
必
全
出
仲
舒
、
然
中
多
根
極
理
要
之
言
、

非
後
人
所
能
依
託
也
。」
ま
た
、王
先
謙
『
漢
書
補
注
』
云
「
按
本
傳

仲
舒
所
著
、
皆
明
經
術
之
意
、
乁
疏
條
敎
凡
百
二
十
三
篇
、
而
說
春

秋
事
得
失
、
聞
擧
、
玉
杯
、
蕃
露
、
淸
明
、
竹
林
之
屬
復
數
十
篇
、
十

餘
萬
言
、
是
此
百
二
十
三
篇
早
亡
、
不
在
繁
露
諸
書
內
也
。」
現
行
本

『
春
秋
繁
露
』
に
は
「
玉
杯
第
二
」「
竹
林
第
三
」
の
篇
が
あ
る
。

二
　『
校
讎
通
義
通
解
』
所
引
王
棻
『
校
讎
通
義
節
駁
』
云
「
案
春
秋
部

已
有
公
羊
董
仲
舒
治
獄
十
六
篇
矣
、
何
待
章
氏
言
耶
。」

【
原
文
】

「
桓
寬
鹽
鐡
論
六
十
篇
」【
注
一
】、
部
於
儒
家
、
此
亦
良
允
。
第

鹽
鐡
之
議
、
乃
孝
昭
之
時
政
、
其
事
見
「
食
貨
志
」【
注
二
】。
桓
寬

撰
輯
一
時
所
謂
文
學
賢
良
對
議
、
乃
具
當
代
之
舊
事
、
不
盡
爲

儒
門
見
風
節
也
。
法
當
互
見
於
故
事
、
而
「
漢
志
」
無
故
事
之

專
門
、
亦
可
附
於
「
尙
書
」
之
後
也
【
注
三
】。

右
十
四
之
七

【
訓
読
文
】

「
桓
寛
塩
鉄
論
六
十
篇
」、
儒
家
に
部
す
る
は
、
此
れ
も
亦
た

良
に
允
た
り
。
第
だ
塩
鉄
の
議
は
、
乃
ち
孝
昭
の
時
政
に
し
て
、

其
の
事
「
食
貨
志
」
に
見
ゆ
。
桓
寛 

一
時
の
所
謂
文
学
賢
良
の

対
議
を
撰
輯
し
、
乃
ち
当
代
の
旧
事
を
具
え
、
尽
く
は
儒
門
の

為
に
風
節
を
見
さ
ざ
る
な
り
。
法
と
し
て
当
に
故
事
に
互
見
す

べ
き
も
、「
漢
志
」
に
故
事
の
専
門
無
け
れ
ば
、
亦
た
「
尚
書
」

の
後
に
附
す
可
き
な
り
。

右
十
四
の
七

【
現
代
語
訳
】

「
桓
寛
塩
鉄
論
六
十
篇
」
に
つ
い
て
、儒
家
に
分
類
す
る
の
は
、

こ
れ
も
ま
た
全
く
正
し
い
。
も
っ
と
も
、
塩
鉄
に
関
す
る
議
論

は
、
孝
昭
帝
の
時
の
政
事
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
『
漢
書
』

食
貨
志
に
見
え
る
。
桓
寛
は
一
時
の
文
学
賢
良
と
称
さ
れ
る
士

人
た
ち
の
議
論
を
集
め
て
撰
述
し
、
当
代
の
故
事
を
収
め
て
お

り
、
全
て
が
儒
家
の
た
め
に
風
骨
節
操
を
示
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
道
理
と
し
て
故
事
類
に
互
見
す
べ
き
で
あ
る
が
、「
漢
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書
藝
文
志
」
に
は
故
事
の
専
門
が
な
い
の
で
、「
尚
書
」
の
後
に

従
え
る
の
が
よ
い
。

右
十
四
の
七

【
訳
注
】

一
　
顔
師
古
注
云
「
寬
字
次
公
、
汝
南
人
也
。
孝
昭
帝
時
、
丞
相
御
史

與
諸
賢
良
文
學
論
鹽
鐵
事
、
寬
撰
次
之
。」「
鹽
鐡
論
四
庫
提
要
」
云

「
漢
桓
寬
撰
。
寬
字
次
公
、汝
南
人
。
宣
帝
時
舉
爲
郞
官
至
廬
江
太
守

丞
。
昭
帝
始
元
六
年
、
詔
郡
國
舉
賢
良
文
學
之
士
、
問
以
民
所
疾
苦
、

皆
請
罷
鹽
鐵
榷
酤
、
與
御
史
大
夫
桑
宏
羊
等
建
議
、
相
詰
難
。
寬
集

其
所
論
、
爲
書
凡
六
十
篇
。
篇
各
標
目
實
則
反
覆
問
答
、
諸
篇
皆
首

尾
相
屬
。
後
罷
榷
酤
、
而
鹽
鐵
則
如
舊
、
故
寬
作
是
書
、
惟
以
鹽
鐵

爲
名
、
蓋
惜
其
議
不
盡
行
也
。
…
…
蓋
其
著
書
之
大
旨
、
所
論
雖
食

貨
之
事
、
而
言
皆
述
先
王
稱
六
經
、
故
諸
史
皆
列
之
儒
家
。」
ま
た
、

「
隋
書
経
籍
志
」
は
子
部
儒
家
類
に
「
鹽
鐡
論
十
卷
」
と
し
て
著
録
す

る
。「
旧
唐
志
」「
新
唐
志
」「
宋
志
」
も
同
様
。

二
　『
漢
書
』
食
貨
志
下
云
「
昭
帝
卽
位
六
年
、
詔
郡
國
舉
賢
良
文
學
之

士
、問
以
民
所
疾
苦
、敎
化
之
要
。
皆
對
願
罷
鹽
鐵
酒
榷
均
輸
官
、毋

與
天
下
爭
利
、
視
以
儉
節
、
然
後
敎
化
可
興
。
弘
羊
難
、
以
爲
此
國

家
大
業
、
所
以
制
四
夷
、
安
邊
足
用
之
本
、
不
可
廢
也
。
乃
與
丞
相

千
秋
共
奏
罷
酒
酤
。」

三
　
六
藝
略
書
類
に
は
「
議
奏
四
十
二
篇
」（
班
固
注
云
「
宣
帝
時
石
渠

論
」）
が
著
録
さ
れ
て
お
り
、そ
う
し
た
書
物
に
連
な
る
も
の
と
し
て

理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

【
原
文
】

「
劉
向
所
敍
六
十
七
篇
」【
注
一
】、
部
於
儒
家
、
則
「
世
說
」「
新

序
」「
說
苑
」「
列
女
傳
頌
圖
」
四
種
書
也
【
注
二
】。
此
劉
歆
『
七

略
』
所
收
、
全
無
倫
類
。
班
固
從
而
效
之
、
因
有
「
揚
雄
所
敍

三
十
八
篇
」【
注
三
】、
不
分
「
太
玄
」「
法
言
」「
樂
」「
箴
」
四
種

之
弊
也
。
鄭
樵
譏
班
固
之
混
收
揚
雄
一
家
爲
無
倫
類
、
而
謂
班

氏
不
能
學
『
七
略
』
之
徴
【
注
四
】、
不
知
班
氏
固
效
劉
歆
也
。
乃

於
劉
歆
之
創
爲
者
、
則
故
縱
之
、
班
固
之
因
仍
者
、
則
酷
斷
之
、

甚
矣
、
人
心
不
可
有
偏
惡
也
。
按
『
說
苑
』『
新
序
』、
雜
舉
春

秋
時
事
【
注
五
】、
當
互
見
於
「
春
秋
」
之
篇
。『
世
説
』
今
不
可
詳
、

本
傳
所
謂
「『
疾
讒
』『
摘
要
』『
救
危
』
乁
『
世
頌
』
諸
篇
、依

歸
古
事
、
悼
己
乁
同
類
也
」、
似
亦
可
以
互
見
「
春
秋
」
矣
【
注
六
】。

惟
『
列
女
傳
』
本
寀
『
詩
』『
書
』
所
載
婦
德
可
垂
法
戒
之
事
、

以
之
諷
諫
宮
闈
【
注
七
】、
則
是
史
家
傳
記
之
書
、
而
「
漢
志
」
未

有
傳
記
專
門
、
亦
當
附
次
「
春
秋
」
之
後
可
矣
。
至
其
引
風
綴
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雅
、
託
興
六
義
、
又
與
『
韓
詩
外
傳
』
相
爲
出
入
【
注
八
】、
則
互

注
於
「
詩
經
」
部
次
、
庶
幾
相
合
、
總
非
諸
子
儒
家
書
也
。

右
十
四
之
八

【
訓
読
文
】

「
劉
向
所
叙
六
十
七
篇
」、
儒
家
に
部
す
、
則
ち
「
世
説
」「
新

序
」「
説
苑
」「
列
女
伝
頌
図
」
の
四
種
の
書
な
り
。
此
れ
劉
歆

『
七
略
』
の
収
む
る
所
に
し
て
、全
く
倫
類
無
し
。
班
固
従
い
て

之
に
效
い
、
因
り
て
「
揚
雄
所
敍
三
十
八
篇
」
有
り
て
、「
太

玄
」「
法
言
」「
樂
」「
箴
」
の
四
種
を
分
か
た
ざ
る
の
弊
あ
り
。

鄭
樵 

班
固
の
揚
雄
一
家
を
混
収
す
る
を
譏
り
て
倫
類
無
き
と

為
し
、
班
氏 

『
七
略
』
の
徴
を
学
ぶ
能
わ
ず
と
謂
い
、
班
氏
の

固
よ
り
劉
歆
に
效
う
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
乃
ち
劉
歆
の
創
為
に

於
け
る
や
、
則
ち
故
に
之
を
縦
ち
、
班
固
の
因
仍
す
れ
ば
、
則

ち
酷
く
之
を
断
ず
、
甚
し
き
か
な
、
人
心 

偏
悪
有
る
可
か
ら
ざ

る
な
り
。
按
ず
る
に
『
説
苑
』『
新
序
』
は
、雑
え
て
春
秋
の
時

の
事
を
挙
ぐ
れ
ば
、当
に
「
春
秋
」
の
篇
に
互
見
す
べ
し
。『
世

説
』
は
今
詳
ら
か
に
す
可
か
ら
ず
、本
伝
の
所
謂
「『
疾
讒
』『
摘

要
』『
救
危
』
及
び
『
世
頌
』
の
諸
篇
、
依
り
て
古
事
に
帰
し
、

己
及
び
同
類
を
悼
む
な
り
」
も
亦
た
以
て
「
春
秋
」
に
互
見
す

可
き
に
似
た
り
。
惟
だ
『
列
女
伝
』
は
本
よ
り
『
詩
』『
書
』
に

載
る
所
の
婦
徳
の
法
戒
を
垂
る
る
可
き
の
事
を
採
り
て
、
之
を

以
て
宮
闈
を
諷
諫
す
れ
ば
、
則
ち
是
れ
史
家
伝
記
の
書
な
る
も
、

而
る
に
「
漢
志
」
は
未
だ
伝
記
の
専
門
有
ら
ざ
れ
ば
、
亦
た
当

に
附
し
て
「
春
秋
」
の
後
に
次
す
る
も
可
な
り
。
其
の
風
を
引

き
雅
を
綴
り
、
託
し
て
六
義
を
興
す
れ
ば
、
又
た
『
韓
詩
外
伝
』

と
相
い
出
入
を
為
す
に
至
り
て
は
、
則
ち
「
詩
経
」
の
部
次
に

互
注
す
れ
ば
、
庶
幾
相
い
合
す
、
總
て
諸
子
儒
家
の
書
に
非
ざ

る
な
り
。

右
十
四
の
八

【
現
代
語
訳
】

「
劉
向
所
叙
六
十
七
篇
」
は
、儒
家
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、「
世

説
」「
新
序
」「
説
苑
」「
列
女
伝
頌
図
」
の
四
種
の
書
か
ら
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
劉
歆
『
七
略
』
が
著
録
し
た
も
の
で
、
筋
道

だ
っ
た
分
類
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
班
固
は
そ
れ
に
従
い
倣
っ

た
の
で
、「
揚
雄
所
叙
三
十
八
篇
」
を
著
録
し
、「
太
玄
」「
法

言
」「
樂
」「
箴
」
の
四
種
を
分
け
な
い
と
い
う
杜
撰
と
な
っ
た
。

鄭
樵
は
班
固
が
揚
雄
一
家
を
混
ぜ
て
著
録
し
た
こ
と
を
譏
っ
て

筋
道
だ
っ
た
分
類
が
な
い
と
し
、
劉
歆
『
七
略
』
の
徴
を
学
べ
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な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
班
固
が
も
と
よ
り
劉
歆
に
倣
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
ん
と

も
劉
歆
が
創
意
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、意
図
的
に
見
逃
し
、そ

れ
を
班
固
が
襲
え
ば
、
こ
っ
ぴ
ど
く
断
罪
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
ま
っ
た
く
酷
い
話
で
、
人
の
心
と
い
う
も
の
偏
り
憎
む
よ

う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
思
う
に
、『
説

苑
』
と
『
新
序
』
は
、
春
秋
の
時
の
事
を
交
え
な
が
ら
挙
げ
て

い
る
の
で
、「
春
秋
」
の
篇
に
互
見
す
べ
き
で
あ
る
。『
世
説
』

は
い
ま
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ま
た
劉
向
本
伝

に
「『
疾
讒
』『
摘
要
』『
救
危
』
及
び
『
世
頌
』
の
諸
篇
は
、旧

事
に
依
拠
し
、
自
分
や
同
じ
境
遇
の
者
を
悼
む
も
の
で
あ
る
」

と
述
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、「
春
秋
」
に
互
見
す
べ
き
も
の

の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、『
列
女
伝
』
は
も
と
も
と
『
詩
』『
書
』

に
載
る
婦
人
の
徳
の
模
範
や
戒
め
を
示
し
得
る
事
柄
を
採
取
し

て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
後
宮
を
諷
諫
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
史

家
の
伝
記
の
書
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、「
漢
志
」
に
は
ま
だ

伝
記
の
分
類
が
な
い
以
上
、「
春
秋
」
の
後
に
従
え
並
べ
る
の
が

良
い
だ
ろ
う
。
風
の
う
た
を
引
い
た
り
雅
の
う
た
を
集
め
た
り

し
て
、
う
た
に
託
し
て
『
詩
』
の
六
義
を
興
し
、
ま
た
、『
韓
詩

外
伝
』
と
出
入
り
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
詩
経
」
の
分
類

に
互
注
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
ま
ず
ま
ず
実
質
に
合
致
す
る
の

で
あ
っ
て
、
ま
っ
た
く
諸
子
の
儒
家
の
書
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

右
十
四
の
八

【
訳
注
】

一
　
班
固
注
云
「
新
序
、
說
苑
、
世
說
、
列
女
傳
頌
圖
也
。」
ま
た
、
劉

向
は
他
に
六
藝
略
書
類
に
「
劉
向
五
行
傳
記
十
一
卷
」、諸
子
略
道
家

類
に
「
劉
向
說
老
子
四
篇
」、ま
た
詩
賦
略
賦
家
に
「
劉
向
賦
三
十
三

篇
」
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。

二
　
四
書
の
う
ち
、「
新
序
三
十
卷
錄
一
卷
」
と
「
說
苑
二
十
卷
」
の
二

書
が
「
隋
志
」
子
部
儒
家
類
に
著
録
さ
れ
、「
列
女
傳
十
五
卷
」
が
史

部
雑
伝
類
に
著
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
隋
志
」
に
は
劉
向
撰
と
し

て
「
世
本
二
卷
」
を
史
部
譜
系
類
に
著
録
す
る
が
本
伝
の
所
謂
「
世

説
」
と
の
関
係
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
史
部
雑
伝
類
に
「
列

仙
傳
」
と
「
列
子
傳
」
が
著
録
さ
れ
て
い
る
が
、「
漢
志
」
は
著
録
し

て
い
な
い
。「
新
序
」
に
つ
い
て
は
、「
七
略
別
録
」
云
「
新
序
三
十

卷
。
河
平
四
年
、
都
水
使
者
諫
議
大
夫
劉
向
上
言
又
曰
、
新
序
、
總

一
百
八
十
三
章
。」
同
じ
く
「
列
女
伝
」
に
つ
い
て
「
臣
向
與
黃
門
侍

郎
歆
所
校
列
女
傳
、
種
類
相
從
爲
七
篇
。」

三
　
儒
家
類
に
著
録
さ
れ
、
班
固
注
に
「
太
玄
十
九
、
法
言
十
三
、
樂
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四
、
箴
二
」
と
あ
る
。

四
　『
校
讎
略
』
編
次
不
明
論
云
「
楊
雄
所
作
之
書
、
劉
氏
盡
未
收
、
而

班
氏
始
出
、
若
之
何
以
太
玄
、
法
言
、
樂
箴
三
書
合
爲
一
總
、
謂
之

楊
雄
所
序
三
十
八
篇
入
於
儒
家
類
。
按
儒
者
舊
有
五
十
二
種
、
固
新

出
一
種
、
則
楊
雄
之
三
書
也
。
且
太
玄
易
類
也
、
法
言
諸
子
也
、
樂

箴
雜
家
也
、奈
何
合
而
爲
一
家
。
是
知
班
固
胸
中
元
無
倫
次
」。
ま
た
、

「
鄭
樵
誤
校
漢
志
第
十
一
」
十
一
之
一
を
参
照
。

五
　
子
部
儒
家
類
「
新
序
四
庫
提
要
」
云
「
崇
文
總
目
云
、『
所
載
皆
戰

國
秦
漢
間
事
。』
以
今
考
之
、
春
秋
時
事
尤
多
、
漢
事
不
過
數
條
。
大

抵
寀
百
家
傳
記
、
以
類
相
從
。
故
頗
與
春
秋
內
外
傳
、
戰
國
策
、
太

史
公
書
、
互
相
出
入
。」

六
　『
漢
書
』
劉
向
本
伝
云
「（
石
）
顯
誣
譖
（
張
）
猛
、
令
自
殺
於
公

車
。
更
生
傷
之
、
乃
著
『
疾
讒
』、『
擿
要
』、『
救
危
』
乁
『
世
頌
』

凡
八
篇
、
依
興
古
事
、
悼
己
乁
同
類
也
。」
ま
た
、『
漢
書
藝
文
志
講

疏
』
云
「『
疾
讒
』、『
摘
要
』、『
救
危
』、『
世
頌
』、
蓋
皆
『
世
說
』

中
篇
目
、
卽
『
世
說
』
也
。」

七
　『
漢
書
』
劉
向
本
伝
云
「
向
以
爲
王
敎
由
內
乁
外
、
自
近
者
始
。
故

寀
取
詩
書
所
載
賢
妃
貞
婦
、興
國
顯
家
可
法
則
、乁
孽
嬖
亂
亡
者
、序

次
爲
『
列
女
傳
』
凡
八
篇
、
以
戒
天
子
。
乁
采
傳
記
行
事
、
著
『
新

序
』、『
說
苑
』
凡
五
十
篇
奏
之
。」

八
　『
列
女
伝
』
が
『
外
伝
』
を
含
む
「
韓
詩
」
と
関
わ
り
が
強
い
こ
と

は
馬
瑞
辰
が
指
摘
し
て
い
る
。「
劉
向
所
引
韓
詩
實
多
、似
不
得
謂
其

悉
本
魯
詩
也
。」（「
列
女
伝
補
注
序
」）
ま
た
、『
列
女
伝
』
が
『
韓
詩

外
伝
』か
ら
引
用
し
て
い
る
箇
所
は
十
三
章
に
の
ぼ
る
と
い
う
。（
吉

田
照
子
「『
韓
詩
外
伝
』
と
『
列
女
伝
』」『
福
岡
女
子
短
大
紀
要
』
五

九
、
二
〇
〇
一
年
）

【
原
文
】

道
家
部
【
注
一
】「
老
子
鄰
氏
經
傳
四
篇
」【
注
二
】、「
傅
氏
經
說
三
十

七
篇
」【
注
三
】、「
徐
氏
經
說
六
篇
」【
注
四
】、
按
『
老
子
』
本
書
、
今

傳
道
德
上
下
二
篇
、
共
八
十
一
章
、「
漢
志
」
不
載
本
書
篇
次
、

則
劉
、
班
之
疎
也
【
注
五
】。
凡
書
有
傳
註
解
義
諸
家
、
離
析
篇
次
、

則
著
錄
者
、
必
以
本
書
篇
章
原
數
、
登
於
首
條
、
使
讀
之
者
可

以
考
其
原
委
、
如
「
漢
志
」
六
藝
各
略
之
諸
經
篇
目
、
是
其
義

矣
【
注
六
】。

右
十
四
之
九

【
訓
読
文
】

道
家
部
の
「
老
子
鄰
氏
経
伝
四
篇
」、「
傅
氏
経
説
三
十
七
篇
」、

「
徐
氏
経
説
六
篇
」、
按
ず
る
に
『
老
子
』
本
書
、
今
道
徳
上
下
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二
篇
を
伝
え
、
共
に
八
十
一
章
あ
る
も
、「
漢
志
」 

本
書
の
篇
次

を
載
せ
ざ
る
は
、
則
ち
劉
、
班
の
疎
な
り
。
凡
て
書
に
伝
註
解

義
の
諸
家
有
り
て
、
篇
次
を
離
析
す
れ
ば
、
則
ち
著
録
は
、
必

ず
本
書
の
篇
章
の
原
数
を
以
て
、
首
条
に
登
し
、
之
を
読
む
者

を
し
て
以
て
其
の
原
委
を
考
う
る
可
か
ら
し
む
、「
漢
志
」
六
藝

各
略
の
諸
経
の
篇
目
の
如
き
、
是
れ
其
の
義
な
り
。

右
十
四
の
九

【
現
代
語
訳
】

道
家
部
の
「
老
子
鄰
氏
経
伝
四
篇
」、「
老
子
傅
氏
経
説
三
十

七
篇
」、「
老
子
徐
氏
経
説
六
篇
」
に
つ
い
て
、
考
え
る
に
『
老

子
』
の
本
書
は
、今
「
道
徳
」
の
上
下
二
篇
を
伝
え
て
お
り
、全

部
で
八
十
一
章
あ
る
が
、「
漢
書
藝
文
志
」
に
本
書
の
篇
章
を
載

せ
て
い
な
い
の
は
、
劉
氏
、
班
氏
の
疎
漏
で
あ
る
。
お
し
な
べ

て
そ
の
書
物
に
伝
注
や
釈
義
を
施
し
た
諸
家
が
あ
り
、
篇
章
を

分
け
て
い
る
場
合
、
著
録
す
る
の
に
、
必
ず
本
書
の
篇
章
の
も

と
の
巻
数
を
、
は
じ
め
の
条
に
示
し
、
読
者
に
源
流
を
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
、「
漢
書
藝
文
志
」
の
六
藝

略
そ
れ
ぞ
れ
の
経
書
の
篇
目
の
例
は
、
そ
う
し
た
義
に
よ
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

右
十
四
の
九

【
訳
注
】

一
　
道
家
類
序
云
「
道
家
者
流
、
蓋
出
於
史
官
。
歷
記
成
敗
存
亡
禍
福

古
今
之
道
、
然
後
知
秉
要
執
本
、
淸
虛
以
自
守
、
卑
弱
以
自
持
、
此

君
人
南
面
之
術
也
。
合
於
堯
之
克
攘
、易
之
嗛
嗛
、一
謙
而
四
益
、此

其
所
長
也
。
乁
放
者
爲
之
、
則
欲
絶
去
禮
學
、
兼
棄
仁
義
、
曰
獨
任

淸
虛
可
以
爲
治
。」
章
学
誠
が
こ
こ
に
挙
げ
る
三
書
の
他
、「
老
子
」

の
名
の
見
え
る
書
物
と
し
て
は
、「
劉
向
說
老
子
四
篇
」
が
著
録
さ
れ

て
い
る
。
四
書
は
い
ず
れ
も
「
隋
志
」
に
は
見
え
な
い
。

二
　
班
固
注
云
「
姓
老
、
名
耳
、
鄰
氏
傳
其
學
。」
姚
振
宗
云
『
漢
書
藝

文
志
条
理
』
云
「『
鄰
氏
經
傳
四
篇
』
者
、
本
經
二
篇
、
鄰
氏
傳
二
篇
、

經
傳
合
爲
一
編
、
故
下
注
姓
李
名
耳
。」

三
　
班
固
注
云
「
述
老
子
學
。」

四
　
班
固
注
云
「
字
少
季
、
臨
淮
人
、
傳
老
子
。」

五
　『
漢
書
藝
文
志
条
理
』
云
「『
漢
志
』
於
篇
數
章
數
多
不
乁
載
、
不

獨
此
書
。
蓋
其
時
有
『
別
錄
』、
有
『
七
略
』、
言
之
已
詳
、
志
在
簡

要
、
故
從
其
略
、
是
劉
、
班
未
見
其
疏
、
章
氏
蓋
一
隅
之
見
爾
。」
姚

氏
が
「
漢
志
」
の
体
裁
に
基
づ
い
て
述
べ
る
の
に
対
し
、
章
学
誠
は

「
漢
志
」を
例
と
し
な
が
ら
も
目
録
書
の
然
る
べ
き
体
裁
と
い
う
点
か
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ら
述
べ
て
い
る
。

六
　
六
藝
略
の
各
類
に
は
本
節
の
所
謂
「
本
書
」
が
著
録
さ
れ
て
お
り
、

た
と
え
ば
、
易
類
で
は
、「
易
經
十
二
篇
、
施
、
孟
、
梁
丘
三
家
」、
書

類
で
は
、「
尙
書
古
文
經
四
十
六
卷
」、
ま
た
「
經
二
十
九
卷
」、
詩
類

で
は
、「
詩
經
二
十
八
卷
、
魯
、
齊
、
韓
三
家
」、
礼
類
で
は
、「
禮
古

經
五
十
六
卷
、
經
十
七
篇
」、
ま
た
「
記
百
三
十
一
篇
」、
春
秋
類
で

は
「
春
秋
古
經
十
二
篇
、
經
十
一
卷
」
が
各
類
の
は
じ
め
に
著
録
さ

れ
て
い
る
。

【
原
文
】

或
疑
伊
尹
、
太
公
皆
古
聖
賢
、
何
以
遂
爲
道
家
所
宗
、
以
是

疑
爲
後
人
假
託
【
注
一
】。
其
說
亦
自
合
理
。
惟
是
古
人
著
書
、
援

引
稱
說
、
不
拘
於
方
。
道
家
源
委
、『
莊
子
』
天
下
篇
所
敍
述
者
、

略
可
見
矣
【
注
二
】、
是
則
伊
尹
、
太
公
、
莊
老
之
徒
未
必
引
以
爲

祖
。
意
其
著
書
稱
述
、
以
乁
假
說
問
對
、
偶
乁
其
人
、
而
後
人

不
辨
、
則
以
爲
其
人
自
著
、
乁
察
其
不
類
、
又
以
爲
後
人
依
託
。

今
其
書
不
存
、
殆
亦
難
以
考
正
也
。
且
如
儒
家
之
「
魏
文
侯
」

「
平
原
君
」、
未
必
非
儒
者
之
徒
、
篇
名
偶
用
其
人
【
注
三
】、
如
『
孟

子
』
之
有
「
梁
惠
王
」「
滕
文
公
」
之
類
耳
。
不
然
、
則
劉
、
班

篇
次
雖
疎
、
何
至
以
戰
國
諸
侯
公
子
稱
爲
儒
家
之
書
歟
。

右
十
四
之
十

【
訓
読
文
】

或
ひ
と
伊
尹
、
太
公
は
皆
な
古
の
聖
賢
な
る
に
、
何
を
以
て

か
遂
に
道
家
の
宗
ぶ
所
と
為
る
か
と
疑
い
、
是
を
以
て
疑
い
て

後
人
の
仮
託
と
為
す
。
其
の
説
亦
た
自
ず
か
ら
理
に
合
す
。
惟

だ
是
れ
古
人
の
書
を
著
す
は
、
称
説
を
援
引
し
、
方
に
拘
ら
ず
。

道
家
の
源
委
、『
荘
子
』
天
下
篇
に
叙
述
す
る
所
の
者
、
略
ぼ
見

る
可
し
、
是
れ
則
ち
伊
尹
、
太
公
、
荘
老
の
徒 

未
だ
必
ず
し
も

引
き
て
以
て
祖
と
為
さ
ず
。
意
う
に
其
の
著
書
称
述
、
以
及
び

仮
説
問
対
、
偶
ゝ
其
の
人
に
及
び
、
而
る
に
後
人
辨
ぜ
ず
、
則

ち
以
て
其
の
人
を
自
ら
著
す
と
為
し
、
其
の
類
な
ら
ざ
る
を
察

す
る
に
及
び
、
又
た
以
て
後
人
の
依
託
と
為
す
。
今
其
の
書
存

せ
ざ
れ
ば
、
殆
ど
亦
た
以
て
考
正
し
難
き
な
り
。
且
つ
儒
家
の

「
魏
文
侯
」、「
平
原
君
」
の
、
未
だ
必
ず
し
も
儒
者
の
徒
に
非
ざ

る
も
、
篇
名
偶
ゝ
其
の
人
を
用
う
る
が
如
く
、『
孟
子
』
の
「
梁

恵
王
」、「
滕
文
公
」
有
る
が
如
き
の
類
な
る
の
み
。
然
ら
ざ
れ

ば
、
則
ち
劉
、
班
の
篇
次
疎
な
り
と
雖
も
、
何
ぞ
戦
国
の
諸
侯

公
子
を
以
て
称
し
て
儒
家
の
書
と
為
す
に
至
る
や
。

右
十
四
の
十
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【
現
代
語
訳
】

あ
る
人
は
伊
尹
や
太
公
は
い
ず
れ
も
古
の
聖
人
賢
者
で
あ
る

の
に
、
ど
う
し
て
道
家
の
宗
と
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
ぶ
か
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
後
人
が
仮
託
し
た
も
の
で
あ
る
と
疑
っ
て
い
る
。

こ
の
説
は
ま
た
理
に
適
っ
た
も
の
で
は
あ
る
。
た
だ
、
古
人
が

書
物
を
著
す
に
は
、
諸
家
の
言
説
を
引
用
し
た
り
し
て
、
決
ま

り
に
拘
る
も
の
で
は
な
い
。
道
家
の
源
流
に
つ
い
て
は
、『
荘

子
』
の
天
下
篇
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
概
ね
知
る
こ
と
が
で
き
、

伊
尹
や
太
公
を
、
老
荘
の
徒
が
引
用
し
て
祖
宗
と
し
て
い
る
わ

け
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
考
え
る
に
、
そ
の
著
述

や
言
説
、
ま
た
虚
構
の
会
話
や
問
答
に
お
い
て
、
た
ま
た
ま
そ

の
人
物
の
こ
と
に
言
い
及
ん
だ
ま
で
で
、
し
か
し
、
後
人
は
見

分
け
ず
、
そ
の
人
物
が
自
身
で
著
述
し
た
も
の
と
考
え
、
ま
た
、

分
類
が
妥
当
で
な
い
こ
と
を
見
る
に
及
ん
で
、
更
に
後
人
に
よ

る
仮
託
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
で
は
そ
れ
ら
の
書
物
は

伝
わ
ら
な
い
の
で
、
考
え
正
す
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
儒
家

類
に
お
け
る
「
魏
文
侯
」
や
「
平
原
君
」
が
、
必
ず
し
も
儒
家

の
徒
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
篇
名
に
た
ま
た
ま
そ
の
人
の
名
を

用
い
た
り
、『
孟
子
』
の
篇
名
に
「
梁
恵
王
」
や
「
滕
文
公
」
が

あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
劉
氏
や
班
固

の
編
纂
が
い
く
ら
粗
雑
で
あ
る
と
は
い
え
、
戦
国
時
代
の
諸
侯

や
公
子
の
名
を
儒
家
の
書
物
と
見
な
し
た
り
す
る
は
ず
が
な
い

で
は
な
い
か
。

右
十
四
の
十

【
訳
注
】

一
　
道
家
類
の
は
じ
め
に
「
伊
尹
五
十
一
篇
」（
班
固
注
云
「
湯
相
」）、

「
太
公
二
百
三
十
七
篇
　
謀
八
十
一
篇
　
言
七
十
一
篇
　
兵
八
十
五

篇
」（
班
固
注
云
「
呂
望
爲
週
師
尙
父
、本
有
道
者
。
或
有
近
世
又
以

爲
太
公
術
者
所
增
加
也
。）
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。
本
節
の
「
或
」
は
、

た
と
え
ば
王
応
麟
な
ど
を
指
す
で
あ
ろ
う
。『
漢
書
藝
文
志
考
証
』云

「『
說
苑
』
巨
術
篇
、『
呂
氏
春
秋
』
皆
引
伊
尹
對
湯
問
。
愚
按
孟
子
稱

伊
尹
曰
、『
天
之
生
此
民
也
、
使
先
知
覺
後
知
、
使
先
覺
覺
後
覺
也
。

予
、
天
民
之
先
覺
者
也
。
予
將
以
斯
道
覺
斯
民
也
、
非
予
覺
之
而
誰

也
。』
伊
尹
所
謂
道
、
豈
老
氏
所
謂
道
乎
。
志
於
兵
書
權
謀
、
省
『
伊

尹
』『
太
公
』
而
入
道
家
、
蓋
戰
國
權
謀
之
士
、
著
書
而
託
之
伊
尹

也
。」
姚
振
宗
『
漢
書
藝
文
志
条
理
』
云
「
按
道
家
之
言
、託
始
黃
帝
。

史
言
伊
尹
從
湯
言
素
王
之
事
、
蓋
亦
黃
、
虞
之
言
爲
多
、
此
其
所
以

爲
道
家
之
祖
、
而
老
子
犹
其
後
起
者
也
。」

二
　『
荘
子
』
天
下
篇
云
「
以
本
爲
精
、
以
物
爲
粗
、
以
有
積
爲
不
足
、
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澹
然
獨
與
神
眀
居
。
古
之
道
術
有
在
於
是
者
、
關
尹
、
老
聃
聞
其
風

而
悅
之
。
建
之
以
常
無
有
、
主
之
以
太
一
、
以
濡
弱
謙
下
爲
表
、
以

空
虛
不
毀
萬
物
爲
實
。
關
尹
曰
、『
在
已
無
居
、
形
物
自
著
。』
其
動

若
水
、
其
靜
若
鏡
、
其
應
若
響
。
芴
乎
若
亡
、
寂
乎
若
淸
。
同
焉
者

和
、
得
焉
者
失
。
未
嘗
先
人
、
而
嘗
隨
人
。
老
聃
曰
、『
知
其
雄
、
守

其
雌
、
爲
天
下
谿
。
知
其
白
、
守
其
辱
、
爲
天
下
谷
。』
人
皆
取
先
、

己
獨
取
後
、
曰
、『
受
天
下
之
垢
。』
人
皆
取
實
、
己
獨
取
虛
。
無
藏

也
故
有
餘
、
巋
然
而
有
餘
。
其
行
身
也
、
徐
而
不
費
。
無
爲
也
、
而

笑
巧
。
人
皆
求
福
、己
獨
曲
全
。
曰
、『
苟
免
於
咎
。』
以
深
爲
根
、以

約
爲
紀
。
曰
、『
堅
則
毀
矣
、
銳
則
挫
矣
。』
常
寬
容
於
物
、
不
削
於

人
、
可
謂
至
極
。
關
尹
、
老
聃
乎
、
古
之
博
大
眞
人
哉
。」

三
　
儒
家
類
に
「
魏
文
侯
六
篇
」、「
平
原
君
七
篇
」（
班
固
注
云
「
朱
建

也
」）
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。
二
書
に
つ
い
て
、『
文
史
通
義
』
匡
謬

篇
に
も
同
様
述
べ
て
い
る
。「
余
覽
『
漢
藝
文
志
』、
儒
家
者
流
、
則

有
『
魏
文
侯
』
與
『
平
原
君
』
書
。
讀
者
不
察
、
以
謂
戰
國
諸
侯
公

子
、
何
以
入
於
儒
家
。
不
知
著
書
之
人
、
自
託
儒
家
、
而
述
諸
侯
公

子
請
業
質
疑
、
因
以
所
問
之
人
名
篇
居
首
、
其
書
不
傳
、
後
人
誤
於

標
題
之
名
、
遂
謂
文
侯
、
平
原
所
自
著
也
。」
ま
た
、『
校
讎
通
義
通

解
』
所
引
王
棻
「
校
讎
通
義
節
駁
」
は
章
学
誠
の
指
摘
に
対
し
、
次

の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。「
案
魏
文
侯
以
田
子
方
爲
師
、受
經
於
子

夏
、
其
能
爲
儒
家
言
、
斷
然
無
疑
。
若
『
平
原
君
』
七
篇
班
氏
自
注

甚
明
、
乃
漢
之
朱
建
、
非
趙
之
公
子
也
。
考
『
史
記
』『
漢
書
』、
平

原
君
朱
建
者
、
楚
人
也
、
爲
淮
南
王
黥
布
相
、
漢
旣
誅
布
、
聞
建
諫

之
、
高
祖
賜
建
號
平
原
君
、
家
徙
長
安
。
爲
人
辯
有
口
、
刻
廉
剛
直
、

行
不
苟
合
、義
不
取
容
、是
固
有
儒
者
之
行
矣
。
其
書
爲
儒
家
言
、更

何
足
怪
。『
史
記
』
附
『
酈
生
陸
賈
傳
』、『
漢
書
』
與
酈
、
陸
同
傳
、

而
章
氏
竟
誤
認
爲
趙
公
子
勝
、
何
其
疎
耶
。」
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